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令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略 省略

企画

振興

部

政策企画

局

総合政策課、自転車新文化推進課、秘書

課、広報広聴課、統計課、情報システム課

企画

振興

部

政策企画

局

総合政策課、自転車新文化推進課、秘書

課、広報広聴課、統計課、情報政策課

省略 省略

省略 省略

土木

部

省略 土木

部

省略

河川港湾

局

河川課 、港湾海岸課、砂防

課

河川港湾

局

河川課、水資源対策課、港湾海岸課、砂防

課

省略 省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

人事課 省略 人事課 省略

行革分権課 行政管理室

総合政策課 デジタル戦略室 総合政策課 プロモーション戦略室

地域スポーツ課 省略 地域スポーツ課 省略

長寿介護課 ねんりんピック推進室

省略 省略

経営支援課 産業復興支援室

省略 省略

（出納局）

第４条の３ 省略

２ 省略

３ 審査課に工事検査室を置く。

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第２号から第５号まで及び第１２号から第１４号までの事務は、

行政管理室が所掌する。

�～� 省略

� 総務系事務の集約処理に関すること。

� 内部統制の推進に関すること。

� 内部統制の評価に関すること。

� 工事等の入札及び契約の制度に関すること。

� 工事等の入札の監視に関すること。

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

（出納局）

第４条の３ 省略

２ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 総合政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、
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次のとおりとする。この場合において、第１０号から第１２号までの

事務は、デジタル戦略室 が所掌する。

�～� 省略

� デジタル化施策 の総合企画、総合調整及び推進に関す

ること。

� 小規模施設特定有線一般放送に関すること。

� 省略

２・３ 省略

４ 広報広聴課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 戦略的プロモーションに関すること。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

６ 情報システム課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

７・８ 省略

（スポーツ・文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。この場合において、第５号、第６号

及び第１１号の事務は、オリパラ・マスターズ推進室が所掌する。

�～� 省略

	 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会

に関すること。


～� 省略

２～４ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第２号の事務は、ねんりんピック推進室が所掌する。

�～� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

次のとおりとする。この場合において、第１０号及び第１１号 の

事務は、プロモーション戦略室が所掌する。

�～� 省略

� 戦略的プロモーションの総合企画、総合調整及び推進に関す

ること。

� 省略

２・３ 省略

４ 広報広聴課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５ 省略

６ 情報政策課 の所掌事務は、次のとおりとする。

� 高度情報化対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

� テレトピア構想等地域情報化施策の推進に関すること。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 小規模施設特定有線一般放送に関すること。

７・８ 省略

（スポーツ・文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。この場合において、第５号、第６号

及び第１１号の事務は、オリパラ・マスターズ推進室が所掌する。

�～� 省略

	 東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会及

びラグビーワールドカップ大会に関すること。


～� 省略

２～４ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい
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�～� 省略

� 平成３０年７月豪雨による災害によ

り被害を受けた中小企業者等が実施する施設又は設備の復旧等

の支援に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

６・７ 省略

（土木部各課の所掌事務）

第１４条 土木管理課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第４号から第９号までの

事務は、技術企画室が所掌する。

� 土木部所管の入札及び契約に関すること（他の主管に属する

ものを除く。）。

�～� 省略

� 建設技術情報化基盤の整備・運用に関すること（他の主管に

属するものを除く。）。

� 省略

２ 省略

３ 河川課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 総合水需給対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

	 渇水対策の総合企画及び総合調整に関すること。


 広域的な用水対策の調整に関すること。

� 水循環に関する施策の推進に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

（出納局各課の所掌事務）

第１５条 会計課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 財務会計オンラインシステム、旅費システム及び電子入札シ

ステムの管理に関すること。

て、第１０号の事務は、産業復興支援室が所掌する。

�～� 省略

� 平成３０年７月豪雨による災害により被害を受けた中小企業者

等が実施する施設又は設備の復旧等の現地における支援に関す

ること。

� 前号に掲げるもののほか、平成３０年７月豪雨による災害によ

り被害を受けた中小企業者等が実施する施設又は設備の復旧等

の支援に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

６・７ 省略

（土木部各課の所掌事務）

第１４条 土木管理課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第４号から第１０号までの

事務は、技術企画室が所掌する。

� 土木部所管の入札及び契約に関すること

。

�～� 省略

� 建設技術情報化基盤の整備・運用に関すること

。

� 土木工事及び建築工事等の検査及び成績評定に関すること。

� 省略

２ 省略

３ 河川課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

	 省略


 省略

４ 水資源対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 総合水需給対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

� 節水型水利用の促進に関すること。

� 広域的な用水対策の調整に関すること。

� 既存水源の活用方策に関すること。

	 新規水源に関すること。


 山鳥坂ダムの建設促進に関すること。

� 水源地域対策に関すること。

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

（出納局各課の所掌事務）

第１５条 会計課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

�～� 省略
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２ 審査課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

第３号の事務は、工事検査室が所掌する。

� 省略

� 省略

� 工事等の検査及び成績評定に関すること。

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、防災安全統括部長、営業

副本部長、秘書広報統括監、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長及びすごモノ係長を置く。

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２～５ 省略

６ 河川港湾局に水資源・ダム政策監を置く。

７ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室（審査課工事検査室を除く。）に室長及び主幹を置く。

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

２ 省略

（出納局に置く職員）

第２０条 出納局に次の職員を置く。

�・� 省略

� 室長

� 主席工事検査専門員

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 出納局に、必要に応じ、次の職員を置く。

�・� 省略

� 工事検査専門員

� 省略

� 省略

� 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略

２ 審査課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 財務会計オンラインシステムの管理に関すること。

� 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、防災安全統括部長、営業

副本部長 、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長及びすごモノ係長を置く。

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２～５ 省略

６ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室 に室長及び主幹を置く。

４ 土木管理課技術企画室に主席工事検査専門員を置く。

（必要に応じて置く職員）

第１８条 前条に定めるもののほか、課に、必要に応じ次の職員を置

く。

�～� 省略

� 工事検査専門員

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

２ 省略

（出納局に置く職員）

第２０条 出納局に次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 出納局に、必要に応じ、次の職員を置く。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

�～� 省略
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� 企画調整幹

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課及びセンター並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。

� 工事検査専門員

� 企画工事検査専門員

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

２ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課及びセンター並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。

省略 省略

環境研究課 大気環境科、水質環境科 環境研究課 大気環境科、水質環境科、資源環境科

省略 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（農林水産研究所）

第６４条 愛媛県農林水産研究所（以下「農林水産研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 作物、野菜 及び花き

の品種改良、栽培改善、革新的な生産技術、土壌、肥

料、病害虫及び環境保全に関する試験研究及び調査に関するこ

と。

� 作物、野菜及び花きの種苗育成及び配布に関すること。

�～� 省略

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画戦略部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（農林水産研究所）

第６４条 愛媛県農林水産研究所（以下「農林水産研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 普通作物、特用作物、そ菜及び花き（以下「普通作物等」と

いう。）の品種改良、栽培改善 、土壌、肥

料、病害虫及び環境保全に関する試験研究及び調査に関するこ

と。

� 普通作物等 の種苗育成及び配布に関すること。

�～� 省略

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

省略 省略

企画戦略部 研究企画室 企画環境部 企画・新品種戦

略室

次世代農業戦略

室

環境安全室

農業研究部 省略 農業研究部 省略

作物育種栽培室 栽培開発室

野菜育種栽培室 作物育種室
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省略 省略

省略 省略

３・４ 省略

第３節の２ 愛媛県福祉総合支援センター

第７４条 省略

２ 省略

３ 福祉総合支援センターに次の職員を置く。

�～� 省略

� 主幹

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

４ 省略

別表第１（第５条関係）

３・４ 省略

第３節の２ 愛媛県福祉総合支援センター

第７４条 省略

２ 省略

３ 福祉総合支援センターに次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

私学文書課 省略 私学文書課 省略

行革分権課

行政管

理室

行政評価係

省略 省略

広報広聴課 報道係、広聴・相談係、情報公開係 広報広聴課 広報係、報道係、広聴・相談係、情報公開係

省略 省略

土木管理課 調整管理係 土木管理課 調整管理係、契約係、建設業係

技術企

画室

技術管理係 技術企

画室

企画調整係、技術管理係、システム管理係

省略 省略

河川課 河川行政係、防災係、改良係、計画係 河川課 河川行政係、防災係、改良係、調査係

水資源対策

課

水資源企画係、水資源調査係

省略 省略

会計課 会計指導係、出納決算係、給与係、システム管

理係、用品調達係

会計課 会計指導係、出納決算係、給与係

、用品調達係

審査課 県費審査係、国費係 、旅費審

査係

審査課 県費審査係、国費係、システム管理係、旅費審

査係

別表第３（第２３条の２関係） 別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部及び支局 課 係 地方局の部及び支局 課 係

東予地方

局

省略 東予地方

局

省略

産業経済

部

省略 産業経済

部

省略

農村整備

課

農村整備

課
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられな

い限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものとする。

企画振興部政策企画局情報政策課行政情報グループ担当係長 企画振興部政策企画局情報システム課行政情報グループ担当係長

企画振興部政策企画局情報政策課システム運用グループ担当係長 企画振興部政策企画局情報システム課システム運用グループ担当

係長

企画振興部政策企画局情報政策課オンライン運用グループ担当係

長

企画振興部政策企画局情報システム課オンライン運用グループ担

当係長

企画振興部政策企画局情報政策課 企画振興部政策企画局情報システム課

出納局審査課システム管理係長 出納局会計課システム管理係長

出納局審査課システム管理係担当係長 出納局会計課システム管理係担当係長

東予地方局産業経済部農村整備課企画検査室計画指導グループ担

当係長

東予地方局産業経済部農村整備課企画調整室計画指導グループ担

当係長

東予地方局産業経済部農村整備課企画検査室国営推進グループ担

当係長

東予地方局産業経済部農村整備課企画調整室国営推進グループ担

当係長

中予地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室計画指導グルー

プ担当係長

中予地方局産業経済部農村整備第一課企画調整室計画指導グルー

プ担当係長

南予地方局産業経済部農村整備課企画検査室計画指導グループ担

当係長

南予地方局産業経済部農村整備課企画調整室計画指導グループ担

当係長

�愛媛県規則第３３号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

企画調

整室

企画検

査室

省略 省略

省略 省略

省略 省略

中予地方

局

省略 中予地方

局

省略

産業経済

部

省略 産業経済

部

省略

農村整備

第一課

農村整備

第一課

企画調

整室

企画検

査室

省略 省略

省略 省略

南予地方

局

省略 南予地方

局

省略

産業経済

部

省略 産業経済

部

省略

農村整備

課

農村整備

課

企画調

整室

企画検

査室

省略 省略

省略 省略

省略 省略
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令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長、防災安全統括部長、

局長、部付、営業副本部長、秘書広報統

括監、環境技術専門監、医療政策監、技

術監、参事、課長、室長、営業本部マネ

ージャー、副参事、技幹、医監、サイク

リング普及調整監、危機管理監、原子力

安全対策推進監、水資源・ダム政策監、

高速道路推進監、主席工事検査専門員、

課長補佐、所長、秘書、医幹、主幹、営

業主幹、廃棄物監視指導官、検査班長、

工事検査専門員、換地指導専門員、用地

補償審査専門員、課付、室付、専門員、

専門学芸員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長、すご味係長、すごモノ係

長、主計係長、科長、スゴ技係長、副隊

長、隊員、主任、主任学芸員、主任主

事、主任技師、主事、技師、学芸員、技

術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、

技能員、守衛、業務員

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長、防災安全統括部長、

局長、部付、営業副本部長

、環境技術専門監、医療政策監、技

術監、参事、課長、室長、営業本部マネ

ージャー、副参事、技幹、医監、サイク

リング普及調整監、危機管理監、原子力

安全対策推進監 、

高速道路推進監、主席工事検査専門員、

課長補佐、所長、秘書、医幹、主幹、営

業主幹、廃棄物監視指導官、検査班長、

工事検査専門員、換地指導専門員、用地

補償審査専門員、課付、室付、専門員、

専門学芸員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長、すご味係長、すごモノ係

長、主計係長、科長、スゴ技係長、副隊

長、隊員、主任、主任学芸員、主任主

事、主任技師、主事、技師、学芸員、技

術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、

技能員、守衛、業務員

地方機

関

局長、支局長、所長、部長、センター

長、次長、保健統括監、建設技術監、部

付、所付、館長、事務局長、副所長、医

監、参事、課長、室長、校長、教頭、園

長、副校長、副参事、技幹、農業普及振

興監、復興監、課長補佐、業務課長、主

幹、支所長、寮長、地域政策班長、納税

班長、滞納処分専門員、児童支援専門

員、女性支援専門員、検査保証専門員、

発達障がい者支援専門員

、研究員、課付、室付、医幹、事務局

次長、副部長、教授、企画調整幹

、専門員、用地補償審査専門員、専門

学芸員、主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係長、科

長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任学芸員、主任判定員、特別研究員、

教務主任、医長、副医長、看護長、教

官、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守

衛、主任業務員、主任技術員、主任技能

地方機

関

局長、支局長、所長、部長、センター

長、次長、保健統括監、建設技術監、部

付、所付、館長、事務局長、副所長、医

監、参事、課長、室長、校長、教頭、園

長、副校長、副参事、技幹、農業普及振

興監、復興監、課長補佐、業務課長、主

幹、支所長、寮長、地域政策班長、納税

班長、滞納処分専門員、児童支援専門

員、女性支援専門員、検査保証専門員、

発達障がい者支援専門員、工事検査専門

員、研究員、課付、室付、医幹、事務局

次長、副部長、教授、企画工事検査専門

員、専門員、用地補償審査専門員、専門

学芸員、主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係長、科

長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任学芸員、主任判定員、特別研究員、

教務主任、医長、副医長、看護長、教

官、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守

衛、主任業務員、主任技術員、主任技能
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３４号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第１条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

員、技術員、技能員、守衛、業務員 員、技術員、技能員、守衛、業務員

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（委任）

第１条 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。ただし、第１号

の２の２、第１号の１８の２及び第１号の１８の３に掲げる知事の権

限は、中予地方局長に限り委任する。

�～�の１７ 省略

�の１８ 法第２１条の５の２７第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること（２以上の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホーム

及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連携型認定

こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭

支援センターに限る。以下この項において同じ。）を設置する

社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを

除く。）。

�の１８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第３項の規定に基

づく中核市の市長からの業務管理体制の整備に関する報告の徴

収等の権限の行使の要求の受理に関すること（２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限

る。）に係るものを除く。）。

�の１８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第４項の規定に基

づく業務管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限を行使し

た旨の中核市の市長への結果の通知に関すること（２以上の社

会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に

限る。）に係るものを除く。）。

�の１９～�の２０ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設

（委任）

第１条 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。ただし、第１号

の２の２ に掲げる知事の権

限は、中予地方局長に限り委任する。

�～�の１７ 省略

�の１８ 法第２１条の５の２７第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること（２以上の社会福祉施設

を設置する

社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを

除く。）

�の１９～�の２０ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設（社会福祉

法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施

設（養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育
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（愛媛県老人福祉法施行細則の一部改正）

第２条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（生活保護法施行細則の一部改正）

第３条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則の一部改正）

第４条 愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則（平成１１年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

を 設 置 す る 者

（市町を除く。）に係るものを除く。）。

�の２～� 省略

３ 省略

所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設及び児童家庭支援

センターに限る。以下この項において同じ。）を設置する者

（市町を除く。）に係るものを除く。）。

�の２～� 省略

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

� 法第１８条第２項の規定に基づく特別養護老人ホーム（２以上

の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第

１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ームを除く。）並びに保育所、幼保連携型認定こども園、児童

厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援センターに

限る。以下 同じ。）を設置する者（市町を除

く。）に係るものを除く。）及び養護老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２～� 省略

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�～� 省略

� 法第１８条第２項の規定に基づく特別養護老人ホーム（２以上

の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第

１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ームを除く。）並びに保育所、幼保連携型認定こども園、児童

厚生施設 及び児童家庭支援センターに

限る。以下この項において同じ。）を設置する者（市町を除

く。）に係るものを除く。）及び養護老人ホームに対する報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２～� 省略

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 省略

２ 法第２０条の規定に基づき、知事は、法第３０条第１項、第４０条第

２項、第４１条第２項及び第５項、第４２条、第４４条第１項、第４５条

第１項、第２項及び第４項、第４６条第２項及び第３項、第４８条第

３項、第７７条第１項並びに第７８条（第４項を除く。）並びに省令

第７条に規定する事務（法第４４条第１項の規定による報告の徴収

及び立入検査、法第４５条第１項、第２項及び第４項の規定による

改善命令等、法第４６条第２項の規定による管理規程の届出の受

理、法第４６条第３項の規定による管理規程の変更命令並びに法第

４８条第３項の規定による同条第２項の指導の制限及び禁止にあつ

ては、２以上の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５

号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホーム及び

軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連携型認定こども

園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援セン

ターに限る。）を設置する者（市町を除く。）に係るものを除

く。）を地方局長に委任する。

３・４ 省略

（委任）

第２条 省略

２ 法第２０条の規定に基づき、知事は、法 第４０条第

２項、第４１条第２項及び第５項、第４２条、第４４条第１項、第４５条

第１項、第２項及び第４項、第４６条第２項及び第３項、第４８条第

３項、第７７条第１項並びに第７８条（第４項を除く。）並びに省令

第７条に規定する事務（法第４４条第１項の規定による報告の徴収

及び立入検査、法第４５条第１項、第２項及び第４項の規定による

改善命令等、法第４６条第２項の規定による管理規程の届出の受

理、法第４６条第３項の規定による管理規程の変更命令並びに法第

４８条第３項の規定による同条第２項の指導の制限及び禁止にあつ

ては、２以上の施設

を設置する社会福祉法人 に係るものを除

く。）を地方局長に委任する。

３・４ 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３５号
興行場法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

興行場法施行細則の一部を改正する規則

興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（閲覧場所）

第４条 書面の閲覧場所は、次のとおりとする。

� 省略

� 令第１７４条の４９の３３第２項の規定による閲覧 愛媛県総務部

行財政改革局行革分権課行政管理室

（閲覧場所）

第４条 書面の閲覧場所は、次のとおりとする。

� 省略

� 令第１７４条の４９の３３第２項の規定による閲覧 愛媛県総務部

行財政改革局行革分権課

改 正 後 改 正 前

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。

�・� 省略

� 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明

書

� その他知事が必要と認める書類

２ 省略

第４条 省略

２・３ 省略

第６条 法第２条の２第２項の規定により合併又は分割による営業

者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併（分割）による

興行場営業承継届出書（別記様式第６号）に定款又は寄附行為の

写し及び登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

第７条 営業者は、第３条第１項の申請書又は前２条の届出書に記

載した事項を変更したときは、興行場営業（許可申請書・承継届

出書）記載事項変更届出書（別記様式第７号）に次に掲げる書類

を添えて、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

� 省略

� 省略

� 前号に規定する変更以外の変更をしたときは、変更の内容を

証する書類

２ 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

第３条 法第２条第１項の規定により知事の許可を受けようとする

者は、興行場営業許可申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類及び所定の営業許可申請手数料を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。

�・� 省略

� 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

２ 省略

第４条 省略

２・３ 省略

４ 仮設興行場については許可証の有効期間を１０日以内とする。

第６条 法第２条の２第２項の規定により合併又は分割による営業

者の地位の承継の届出をしようとする者は、合併（分割）による

興行場営業承継届出書（別記様式第６号）に定款又は寄附行為の

写し を添えて、知事に提出しなければならな

い。

第７条 営業者は、第３条第１項の申請書又は前２条の届出書に記

載した事項を変更したときは、興行場営業（許可申請書・承継届

出書）記載事項変更届出書（別記様式第７号）に次に掲げる書類

を添えて、１０日以内に、知事に届け出なければならない。

� 省略

� 営業者（法人にあつては、代表者）の氏名を変更したとき

は、戸籍抄本

� 法人である営業者が定款又は寄附行為を変更したときは、変

更に係る定款又は寄附行為の写し

� 省略

２ 省略

様式第１号（第３条関係） 興行場営業許可申請書

省略 省略
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営業施設の工事期間 年 月 日から 年 月 日まで 営業施設起工年月日 年 月 日

興行期間（仮設興行

場に限る。）
年 月 日から 年 月 日まで

しゅん

営業施設竣工年月日 年 月 日

愛 媛 県 収 入 証 紙 貼 付 欄 愛 媛 県 収 入 証 紙 ち よ う 付 欄

注１～３ 省略

４ 営業施設の工事期間欄 には、

新たに施設を設ける場合にのみ記入すること。

５ 添付書類

�～� 省略

� 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し及び登記事

項証明書

� その他知事が必要と認める書類

様式第２号（第４条関係） 興行場営業許可証

（表）

省略

年 月 日付け申請の興行場営業は、興行場法（昭和２３年法律

第１３７号）第２条第１項の規定により、下記のとおり許可しま

す。

省略

愛媛県知事 �

記

１ 営業施設の名称

２ 営業施設の所在地

３ 常設又は仮設の別

４ 許可条件

（裏）

注１～３ 省略
しゅん

４ 営業施設起工年月日欄及び営業施設竣工年月日欄には、

新たに施設を設ける場合にのみ記入すること。

５ 添付書類

�～� 省略

� 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

様式第２号

省略

年 月 日付け申請の興行場営業は、興行場法第２条

の規定により 許可しま

す。

省略

愛媛県知事 �

（教示）

この処分について不服がある場合は、この書面を受け取つ

た日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛県知事に対して

審査請求をすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この書面を受け取つた

日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告として（愛

媛県知事が被告の代表者となります。）提起することができ

ます。ただし、前記の審査請求をした場合には、当該審査請

求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月

以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第６号（第６条関係） 合併（分割）による興行場営業承継届

出書

様式第６号（第６条関係） 合併（分割）による興行場営業承継届

出書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

様式第７号（第７条関係） 興行場営業（許可申請書・承継届出

書）記載事項変更届出書

注１・２ 省略

３ 添付書類

定款又は寄附行為の写し

様式第７号（第７条関係） 興行場営業（許可申請書・承継届出

書）記載事項変更届出書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 省略

注１・２ 省略

３ 添付書類

� 省略

� 営業者（法人にあつては、代表者）の氏名の変更の場
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前の興行場法施行細則様式第２号の規定により交付している興行場営業許可証は、改正後の興行場法施行細

則様式第２号の規定により交付した興行場営業許可証とみなす。

３ この規則施行の際現に仮設興行場の営業の許可を受けている者の当該許可に係る興行場営業許可証の有効期間については、なお従前の

例による。

�愛媛県規則第３６号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� �に規定する変更以外の変更の場合にあつては、変更

の内容を証する書類

合にあつては、戸籍抄本

� 定款又は寄附行為の変更を伴う場合にあつては、変更

に係る定款又は寄附行為の写し

� 省略

改 正 後 改 正 前

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 総務部総務管理局総務管理課調整管理係長、財産管理グルー

プ担当係長 及び施設管

理グループ担当係長（総務管理課長が指定した者に限る。）

�～� 省略

� 監査事務局の監査調整グループ担当係長

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 総務部総務管理局総務管理課調整管理係長、財産管理グルー

プ担当係長（総務管理課長が指定した者に限る。）及び施設管

理グループ担当係長（総務管理課長が指定した者に限る。）

�～� 省略

� 監査事務局の監査調整グループ担当係長（監査事務局長が指

定した者に限る。）

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 省略 省略 省略

一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、東予地

方局今治支局総務県民室の総務県民・防災対策グル

ープ担当係長

、南予地方局八幡浜支局総務県民室の総務県

一 地方局総務企画部総務県民課の総務係長、東予地

方局今治支局総務県民室の総務県民・防災対策グル

ープ担当係長（総務県民室長が指定した者に限

る。）、南予地方局八幡浜支局総務県民室の総務県
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民グループ担当係長

及び東予地方局産業経済部産業振興課の企

画調整係長

二～六 省略

民グループ担当係長（総務県民室長が指定した者に

限る。）及び東予地方局産業経済部産業振興課の企

画調整係長

二～六 省略

省略 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 総務部総務管理局総務管理課財産管理グループ担当係長

に委任させる事務は、本庁

各課又は地方機関に属する会計事務のうち、総務管理課が実施

する不動産の売払いの契約に係る入札保証金の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部土木管理局

用地課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付

に係るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 総務部総務管理局総務管理課財産管理グループ担当係長（総

務管理課長が指定した者に限る。）に委任させる事務は、本庁

各課又は地方機関に属する会計事務のうち、総務管理課が実施

する不動産の売払いの契約に係る入札保証金の収納及び保管に

関すること。

�～� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部土木管理局

用地課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付

に係るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出納員 会計事務 出納員 会計事務

省略 省略

省略

監査事務局の監査調整グルー

プ担当係長

省略

省略

監査事務局の監査調整グルー

プ担当係長（監査事務局長が

指定した者に限る。）

省略

２ 省略

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

�～� 省略

� 賃金

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２

第１項第１号に掲げる職員のうち臨時補助員の報酬を除く。）、

法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を除く。）

並びに児童手当（以下「給

与等」という。）は、口座振替の方法により職員に支払う場合を

除き、給与等の資金前渡担任者（以下「給与資金前渡担任者」と

いう。）に資金を前渡して支払をさせるものとする。ただし、資

金前渡の方法により難いときは、この限りでない。

（給与等の支出負担行為の整理）

第７８条 支出負担行為担当者は、第３９条の規定にかかわらず、給与

等（報酬及び地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員

の給与を除く。次条、第１０２条第２項、第１０３条及び第１１２条第２

項並びに別表第４において同じ。）の支出負担行為を整理すると

きは、給与支出負担行為書（様式第４４号）を支出科目の目別に作

成しなければならない。

２ 支出負担行為担当者は、前項に規定する給与支出負担行為書並

びに報酬（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

� 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。


 省略

� 賃金

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬

、

法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を除く。）、賃

金（日日雇用する者の賃金を除く。）並びに児童手当（以下「給

与等」という。）は、口座振替の方法により職員に支払う場合を

除き、給与等の資金前渡担任者（以下「給与資金前渡担任者」と

いう。）に資金を前渡して支払をさせるものとする。ただし、資

金前渡の方法により難いときは、この限りでない。

（給与等の支出負担行為の整理）

第７８条 支出負担行為担当者は、第３９条の規定にかかわらず、給与

等（報酬及び賃金

を除く。次条、第１０２条第２項、第１０３条及び第１１２条第２

項並びに別表第４において同じ。）の支出負担行為を整理すると

きは、給与支出負担行為書（様式第４４号）を支出科目の目別に作

成しなければならない。

２ 支出負担行為担当者は、前項に規定する給与支出負担行為書並

びに報酬及び賃金（日日雇用する者の賃金を除く。）
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うち臨時補助員の報酬を除く。）及び同条第１項第２号に掲げる

職員の給与に係る支出負担行為書又は支出負担行為書兼決議書に

は、給与明細表（様式第４６号）を添付しなければならない。

（賠償責任）

第２３４条 法第２４３条の２の２第１項後段の規定により規則で指定す

る職員は、次の各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に定

めるものとする。

�～� 省略

別表第１（第３７条関係）

に係る支出負担行為書又は支出負担行為書兼決議書に

は、給与明細表（様式第４６号）を添付しなければならない。

（賠償責任）

第２３４条 法第２４３条の２第１項後段 の規定により規則で指定す

る職員は、次の各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に定

めるものとする。

�～� 省略

別表第１（第３７条関係）

区 分

支出負担

行為とし

て整理す

る時期

支出負担

行為の範

囲

支出負担行為に必

要な主な書類

支出負担

行為書又

は支出負

担行為書

兼決議書

に付記す

る主な事

項

区 分

支出負担

行為とし

て整理す

る時期

支出負担

行為の範

囲

支出負担行為に必

要な主な書類

支出負担

行為書又

は支出負

担行為書

兼決議書

に付記す

る主な事

項

契約の

とき。

支出決

定のと

き。

契約の

とき。

支出決

定のと

き。

１～６

省略

１～６

省略

７ 賃金 支出決定

のとき。

支出しよ

うとする

額

賃金の

支給に

関する

調書

雇用承

認（報

告）書

就労の

事実を

証明す

る書類

雇用の目

的

雇用の期

間

日額及び

算定の基

礎

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略
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２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

別表第３（第１５０条関係） 別表第３

工事請負契約 売買契約 賃貸借契約 交換契約 工事請負契約 売買契約 賃貸借契約 交換契約

１ 工事の内

容

２ 請負代金

の額

３ 工事着手

の時期及び

工事完成の

時期

４ 工事施行

の場所

５ 契約保証

金に関する

事項

６ 請負代金

の全部又は

一部の前金

払又は出来

形部分に対

する支払の

定めをする

ときは、そ

の支払の時

期及び方法

７ 契約の変

更及び解除

に関する事

項

８ 物価統制

令（昭和２１

年 勅 令 第

１１８号）第

２条に規定

する価格等

の変動若し

くは変更に

基づく請負

代金の額又

は工事内容

の変更に関

する事項

９ 権利義務

の譲渡等及

び下請負の

制限に関す

る事項

１０ 設計変更

又は工事中

１ 売買の内

容

２ 売買金額

３ 物件の引

渡しの時期

４ 物件の引

渡しの場所

５ 契約保証

金に関する

事項

６ 売買金額

の全部又は

一部の前金

払又は部分

払の定めを

す る と き

は、その支

払の時期及

び方法

７ 契約の変

更及び解除

に関する事

項

８ 権利義務

の譲渡等に

関する事項

９ 引渡しの

検査及び時

期

１０ 登記の時

期及び経費

の負担

１１ 売買金

額の支払の

時期及び方

法

１２ 履行の

遅滞その他

債務の不履

行の場合に

おける遅延

利息、違約

金その他の

損害金に関

する事項

１３ 買戻し

の特約に

１ 貸借の内

容

２ 賃貸借料

３ 貸借の期

間

４ 貸借物件

の所在場所

５ 契約保証

金に関する

事項

６ 契約の変

更及び解除

に関する事

項

７ 権利義務

の譲渡等に

関する事項

８ 賃貸借料

の支払の時

期及び方法

９ 履行の遅

滞その他債

務の不履行

の場合にお

ける遅延利

息、違約金

その他の損

害金に関す

る事項

１０ 賃貸借人

の修繕義務

の範囲

１１ 契約に

関する紛争

の解決方法

１２ その他

必要な事項

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 引渡しの

検査及び時

期

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 契約不

適合責任に

関する事項

１３ 省略

１４ 省略

一 工事の内

容

二 請負代金

の額

三 工事着手

の時期及び

工事完成の

時期

四 工事施行

の場所

五 契約保証

金に関する

事項

六 請負代金

の全部又は

一部の前金

払又は出来

形部分に対

する支払の

定めをする

ときは、そ

の支払の時

期及び方法

七 契約の変

更及び解除

に関する事

項

八 物価統制

令（昭和２１

年 勅 令 第

１１８号）第

２条に規定

する価格等

の変動若し

くは変更に

基づく請負

代金の額又

は工事内容

の変更に関

する事項

九 権利義務

の譲渡等及

び下請負の

制限に関す

る事項

十 設計変更

又は工事中

一 売買の内

容

二 売買金額

三 物件の引

渡 の時期

四 物件の引

渡 の場所

五 契約保証

金に関する

事項

六 売買金額

の全部又は

一部の前金

払又は部分

払の定めを

す る と き

は、その支

払の時期及

び方法

七 契約の変

更及び解除

に関する事

項

八 権利義務

の譲渡等に

関する事項

九 引渡 の

検査及び時

期

十 登記の時

期及び経費

の負担

十一 売買金

額の支払の

時期及び方

法

十二 履行の

遅滞その他

債務の不履

行の場合に

おける遅延

利息、違約

金その他の

損害金に関

する事項

十三 買もど

しの特約に

一 貸借の内

容

二 賃貸借料

三 貸借の期

間

四 貸借物件

の所在場所

五 契約保証

金に関する

事項

六 契約の変

更及び解除

に関する事

項

七 権利義務

の譲渡等に

関する事項

八 賃貸借料

の支払の時

期及び方法

九 履行の遅

滞その他債

務の不履行

の場合にお

ける遅延利

息、違約金

その他の損

害金に関す

る事項

十 賃貸借人

の修繕義務

の範囲

十一 契約に

関する紛争

の解決方法

十二 その他

必要な事項

一 省略

二 省略

三 省略

四 省略

五 省略

六 省略

七 引渡 の

検査及び時

期

八 省略

九 省略

十 省略

十一 省略

十二 かし担

保責任 に

関する事項

十三 省略

十四 省略
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様式第４６号（その１）を次のように改める。

止の場合に

おける損害

の負担に関

する事項

１１ 引渡し

の検査及び

時期

１２ 工事完

成後におけ

る請負代金

の支払の時

期及び方法

１３ 履行の

遅滞その他

債務の不履

行の場合に

おける遅延

利息、違約

金その他の

損害金に関

する事項

１４ 危険負

担に関する

事項

１５ 契約不

適合責任に

関する事項

１６ 契約に

関する紛争

の解決方法

１７ その他

必要な事項

関する事項

１４ 危険負

担に関する

事項

１５ 契約不

適合責任に

関する事項

１６ 契約に

関する紛争

の解決方法

１７ その他

必要な事項

止の場合に

おける損害

の負担に関

する事項

十一 引渡

の検査及び

時期

十二 工事完

成後におけ

る請負代金

の支払の時

期及び方法

十三 履行の

遅滞その他

債務の不履

行の場合に

おける遅延

利息、違約

金その他の

損害金に関

する事項

十四 危険負

担に関する

事項

十五 かし担

保責任 に

関する事項

十六 契約に

関する紛争

の解決方法

十七 その他

必要な事項

関する事項

十四 危険負

担に関する

事項

十五 かし担

保責任 に

関する事項

十六 契約に

関する紛争

の解決方法

十七 その他

必要な事項
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告 示
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�愛媛県告示第３４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社 愛媛ジェーシービー

愛媛県松山市勝山町２丁目４番地７ ミツワ勝山町ビル

トヨタファイナンス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町６番１号 名古屋ルーセントタワー

株式会社 トラストバンク

東京都目黒区青葉台３丁目６番２８号 住友不動産青葉台タワー

１４階

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３４２号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、寄附金の収納の事務を次のとおり委託した。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４４号
愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛媛県告示第１２７５号）の一部を次のように改正し、令和２年６月１日から施行す

る。

この告示の際現に改正前の愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱様式第１号から様式第３号までの規定により提出されている申請書は、

改正後の愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱様式第１号から様式第３号までの規定により提出された申請書とみなす。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

株式会社トラストバンク 東京都目黒区青葉台三丁目６番２８号 受託者の主たる事務所の所在地における
ふるさと愛媛応援寄附金の収納の事務

令和２年４月１日から令和３年３
月３１日まで（ただし、委託契約の
終了の１月前までに、当事者の一
方から別段の意思表示がされない
ときは、更に１年間延長するもの
とし、その後も同様とする。）

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２～５ 省略

６ この要綱において「請負者選定担当者」とは、知事又は知事の

委任を受けて県工事の請負契約に係る請負者の選定権限を有する

者をいう。

７ この要綱において「入札執行者」とは、知事又は知事の委任を

受けて入札を執行する権限を有する者をいう。

（特定建設工事共同企業体の構成員の数）

第５条 構成員の数は、２者又は３者とし、工事ごとに請負者選定

担当者が定めるものとする。

（特定建設工事共同企業体の構成員の施工実績等）

第７条 構成員は、次に掲げる要件の全て を満たすものとする。

� 県工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として

の施工実績を有し、かつ、県工事と同種の工事の施工実績を有

（定義）

第２条 省略

２～５ 省略

６ この要綱において「契約担当者」とは、愛媛県会計規則（昭和

４５年愛媛県規則第１８号）第２条第６号に規定する契約担当者をい

う。

（特定建設工事共同企業体の構成員の数）

第５条 構成員の数は、２者又は３者とし、工事ごとに契約担当者

が定めるものとする。

（特定建設工事共同企業体の構成員の施工実績等）

第７条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

� 県工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として

の施工実績を有し、かつ、県工事と同種の工事の施工実績を有
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する者でなければならないものとして、請負者選定担当者が県

工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。

ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有

し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合に

あっては、この限りでない。

�・� 省略

（特定建設工事共同企業体による競争入札の公告）

第１０条 入札執行者は、特定建設工事共同企業体により競争入札を

行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し

なければならない。

�～� 省略

� その他入札執行者が必要と認める事項

（特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査）

第１１条 前条の規定により公告された県工事について特定建設工事

共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者は、前条第

７号の受付期間内に、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格

審査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて入札執行者

に提出し、資格審査を受けなければならない。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

２ 入札執行者は、前条の規定により公告した県工事につき前項の

申請書を受理したときは、資格審査を行い、申請者に対しその結

果を通知するものとする。

（経常建設共同企業体の入札参加資格の審査）

第１９条 競争入札等に参加しようとする経常建設共同企業体は、あ

らかじめ経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書（様式

第２号）に次に掲げる書類を添えて、知事 が別に定める受付

期間内に、知事 に提出し、資格審査を受けなければならな

い。

� 省略

� その他知事 が必要と認める書類

２ 知事 は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、入札参加資格があると確認したときは、等級別格付けを行う

ものとする。

３ 経常建設共同企業体は、第１項に規定する経常建設共同企業体

競争入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更

があったときは、知事 に速やかに変更の届出をしなければ

ならない。

（経常建設共同企業体の解散等）

第２０条 省略

２ 経常建設共同企業体が解散したとき又は前項の規定により解散

したものとみなされたときは、その代表者は、解散した旨を知事

に速やかに届け出なければならない。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の数）

第２３条 構成員の数は、２者以上１０者以下とし、工事ごとに請負者

選定担当者が定めるものとする。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の施工実績等）

第２５条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

� 県工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として

の施工実績を有し、かつ、県工事と同種の工事の施工実績を有

する者でなければならないものとして、請負者選定担当者が県

工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。

ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有

する者でなければならないものとして、契約担当者 が県

工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。

ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有

し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合に

あっては、この限りでない。

�・� 省略

（特定建設工事共同企業体による競争入札の公告）

第１０条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体により競争入札を

行わせようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し

なければならない。

�～� 省略

� その他契約担当者が必要と認める事項

（特定建設工事共同企業体の入札参加資格の審査）

第１１条 前条の規定により公告された県工事について特定建設工事

共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者は、前条第

７号の受付期間内に、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格

審査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて契約担当者

に提出し、資格審査をうけなければならない。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、前条の規定により公告した県工事につき前項の

申請書を受理したときは、資格審査を行い、申請者に対しその結

果を通知するものとする。

（経常建設共同企業体の入札参加資格の審査）

第１９条 競争入札等に参加しようとする経常建設共同企業体は、あ

らかじめ経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書（様式

第２号）に次に掲げる書類を添えて、土木部長が別に定める受付

期間内に、契約担当者に提出し、資格審査を受けなければならな

い。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、入札参加資格があると確認したときは、等級別格付けを行う

ものとする。

３ 経常建設共同企業体は、第１項に規定する経常建設共同企業体

競争入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更

があったときは、契約担当者に速やかに変更の届出をしなければ

ならない。

（経常建設共同企業体の解散等）

第２０条 省略

２ 経常建設共同企業体が解散したとき又は前項の規定により解散

したものとみなされたときは、その代表者は、解散した旨を契約

担当者に速やかに届け出なければならない。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の数）

第２３条 構成員の数は、２者以上１０者以下とし、工事ごとに契約担

当者 が定めるものとする。

（地域維持型建設共同企業体の構成員の施工実績等）

第２５条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

� 県工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として

の施工実績を有し、かつ、県工事と同種の工事の施工実績を有

する者でなければならないものとして、契約担当者 が県

工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たすこと。

ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有
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し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合に

あっては、この限りでない。

�・� 省略

（地域維持型建設共同企業体の入札参加資格の審査）

第２８条 地域維持型建設共同企業体を結成して競争入札に参加しよ

うとする者は、地域維持型建設共同企業体競争入札参加資格審査

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて入札執行者に提

出し、資格審査を受けなければならない。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

２ 入札執行者は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、申請者に対しその結果を通知するものとする。

様式第１号（第１１条関係） 特定建設工事共同企業体競争入札参加

資格審査申請書

し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合に

あっては、この限りでない。

�・� 省略

（地域維持型建設共同企業体の入札参加資格の審査）

第２８条 地域維持型建設共同企業体を結成して競争入札に参加しよ

うとする者は、地域維持型建設共同企業体競争入札参加資格審査

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて契約担当者に提

出し、資格審査を受けなければならない。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、申請者に対しその結果を通知するものとする。

様式第１号（第１１条関係） 特定建設工事共同企業体競争入札参加

資格審査申請書

省略

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行

為に使用する印鑑

省略

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行

為に使用する印鑑

代表者 構成員 構成員 印 鑑

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

様式第２号（第１９条関係） 経常建設共同企業体競争入札参加資格

審査申請書

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

様式第２号（第１９条関係） 経常建設共同企業体競争入札参加資格

審査申請書

省略 省略

省略 省略

一般

土木

土

木

建

築

一般

土木

土

木

建

築

舗装 入札、見積り、請負契

約及び請負契約に基づ

く行為に使用する印鑑

省略 舗装 入札、見積り、請負契

約及び請負契約に基づ

く行為に使用する印鑑

省略

港湾 港湾

不燃 不燃

木造
代 表

者

省略
木造

省略

管
構 成

員
管

電気
構 成

員
電気

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他知事 が必要と認める書類

様式第３号（第２８条関係） 地域維持型建設共同企業体競争入札参

加資格審査申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

様式第３号（第２８条関係） 地域維持型建設共同企業体競争入札参

加資格審査申請書

省略

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行

為に使用する印鑑

省略

２ 工事の入札、見積り、請負契約及び請負契約に基づく行

為に使用する印鑑

代表者 構成員 構成員 印 鑑

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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�愛媛県告示第３４５号
愛媛県復旧・復興建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成３０年１０月愛媛県告示第９７１号）の一部を次のように改正し、令和２年６月１日か

ら施行する。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第３４６号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条第１項及び第５項並びに第７条第１項から第３項までの規定による公

衆の閲覧に供する方法（平成１３年４月愛媛県告示第８６６号）の一部を次のように改正し、令和２年６月１日から施行する。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２・３ 省略

（共同企業体の入札参加資格の審査）

第１０条 復旧・復興工事について共同企業体を結成して競争入札に

参加しようとする者は、あらかじめ、復旧・復興建設工事共同企

業体競争入札参加資格審査申請書（別記様式）に次に掲げる書類

を添えて知事 に提出し、資格審査を受けなければならな

い。

� 省略

� その他知事 が必要と認める書類

２ 知事 は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、申請者の代表者に対しその結果を通知するものとする。

３ 共同企業体の代表者は、第１項の申請書又はその添付書類の記

載事項に変更があったときは、速やかに、知事 に対し変更

の届出をしなければならない。

（共同企業体の解散等）

第１１条 省略

２ 共同企業体が解散したとき、又は前項の規定により解散したも

のとみなされたときは、その代表者は、速やかに、知事 に

対しその旨を届け出なければならない。

別記様式（第１０条関係） 復旧・復興建設工事共同企業体競争入札

参加資格審査申請書

（定義）

第２条 省略

２・３ 省略

４ この要綱において「契約担当者」とは、愛媛県会計規則（昭和

４５年愛媛県規則第１８号）第２条第６号に規定する契約担当者をい

う。

（共同企業体の入札参加資格の審査）

第１０条 復旧・復興工事について共同企業体を結成して競争入札に

参加しようとする者は、あらかじめ、復旧・復興建設工事共同企

業体競争入札参加資格審査申請書（別記様式）に次に掲げる書類

を添えて契約担当者に提出し、資格審査を受けなければならな

い。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行

い、申請者の代表者に対しその結果を通知するものとする。

３ 共同企業体の代表者は、第１項の申請書又はその添付書類の記

載事項に変更があったときは、速やかに、契約担当者に対し変更

の届出をしなければならない。

（共同企業体の解散等）

第１１条 省略

２ 共同企業体が解散したとき、又は前項の規定により解散したも

のとみなされたときは、その代表者は、速やかに、契約担当者に

対しその旨を届け出なければならない。

別記様式（第１０条関係） 復旧・復興建設工事共同企業体競争入札

参加資格審査申請書

省略 省略

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他知事 が必要と認める書類

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

２４
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第３４７号
愛媛県工事検査規程（昭和６３年４月愛媛県告示第５０９号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 省略

２ 閲覧所の場所及び閲覧時間

� 閲覧所の場所

次の表の左欄に掲げる公表事項ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる場所とする。

１ 省略

２ 閲覧所の場所及び閲覧時間

� 閲覧所の場所

次の表の左欄に掲げる公表事項ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる場所とする。

公表事項 閲覧所の場所 公表事項 閲覧所の場所

契約 を所管する各課

（各機関）の愛媛県が発注す

る建設工事（以下「工事」と

いう。）に係る政令第５条第

１項各号に掲げる事項

工事の契約 を所管す

る各課（各機関）内

入札及び契約を所管する各課

（各機関）の愛媛県が発注す

る建設工事（以下「工事」と

いう。）に係る政令第５条第

１項各号に掲げる事項並びに

政令第７条第２項各号に掲げ

る事項及び同条第３項の変更

の理由

工事の入札及び契約を所管す

る各課（各機関）内

政令第７条第１項各号に掲げ

る事項

総務部行財政改革局行革分権

課行政管理室内並びに地方局

総務企画部総務県民課内及び

支局総務県民室内並びに土木

事務所（今治土木事務所及び

八幡浜土木事務所を除く。）

内

政令第７条第１項各号に掲げ

る事項

土木部土木管理課内並びに地

方局建設部内及び土木事務所

内

入札を所管する各課（各機

関）及び契約を所管する各課

（各機関）の工事に係る政令

第７条第２項各号に掲げる事

項及び同条第３項の変更の理

由

工事の入札を所管する各課

（各機関）内及び工事の契約

を所管する各課（各機関）内

� 省略

３ 省略

� 省略

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（検査の区分及び種類）

第３条 省略

２ 本庁検査及び機関検査の区分の範囲については、出納局長が定

める

。

（検査員）

第４条 本庁検査に係る検査員は、出納局長が命ずる。

２ 省略

（検査の立会い）

第８条 省略

（検査の区分及び種類）

第３条 省略

２ 本庁検査及び機関検査の区分の範囲については、別に定めるも

のを除くほか、各工事を管轄する部長がこれを定めるものとす

る。

（検査員）

第４条 本庁検査に係る検査員は、部長 が命ずる。

２ 省略

（検査の立会 ）

第８条 省略

２ 本庁検査には、部長又は地方局長が命ずる係長以上の職にある

職員が立会しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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�愛媛県告示第３４８号
愛媛県建設工事関連業務共同企業体事務取扱要綱（令和元年６月愛媛県告示第２０３号）の一部を次のように改正し、令和２年６月１日から

施行する。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この要綱において「受託者選定担当者」とは、知事又は知事の

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この要綱において「契約担当者」とは、愛媛県会計規則（昭和

２ 出納局長又は地方局長は、検査に当たつては、当該検査に係る

工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専

門技術者を立会いさせなければならない。

（検査の準備）

第９条 省略

２ 各工事を所管する部長（以下「部長」という。）又は地方局長

は、本庁検査を行う工事について、当該工事の請負者から工事完

成届又は既成部分検査請求書の提出があつた場合は、当該書類に

次に掲げる書類及び図面を添付して出納局長に送付しなければな

らない。

�～� 省略

（完成検査）

第１１条 省略

２ 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命（済通知）

書（様式第３号）を作成し、本庁検査の検査員にあつては工事検

査復命書を出納局長に、工事検査済通知書を部長又は地方局長

に、機関検査の検査員にあつては工事検査復命書を地方局長に提

出しなければならない。

３ 省略

（相違意見の提出）

第２０条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見

の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面を作成し、

本庁検査の検査員にあつてはその書面を出納局長及び部長又は地

方局長に、機関検査の検査員にあつてはその書面を出納局長及び

地方局長に提出しなければならない。

（検査の委任）

第２１条 出納局長又は地方局長は、本庁検査又は機関検査につい

て、特別の理由があるときは、他の機関に検査を委任することが

できる。この場合において、本庁検査の委任を受けた機関の長

は、工事検査復命書を出納局長に提出しなければならない。

（適用除外）

第２２条 省略

２ 建築工事については、第９条第１項及び第２項第３号、第１０条

第１項第５号並びに第１１条第３項第２号に規定する出来形展開図

の作成、添付又は提出を省略することができる。

３ 省略

４ 出納局長は、前３項に規定するもののほか、関係書類の作成、

整備、提出又は手続等について、工事の内容、規模等に応じ、こ

の規程の趣旨に反しない範囲内で、省略し、又は必要な事項を定

めることができる。

この限りでない。

３ 部長 又は地方局長は、検査に当たつては、当該検査に係る

工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専

門技術者を立会させなければ ならない。

（検査の準備）

第９条 省略

２ 地方局長

は、本庁検査を行う工事について、当該工事の請負者から工事完

成届又は既成部分検査請求書の提出があつた場合は、当該書類に

次に掲げる書類及び図面を添付して部長に進達しなければ な

らない。

�～� 省略

（完成検査）

第１１条 省略

２ 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命（済通知）

書（様式第３号）を作成し、本庁検査の検査員にあつては工事検

査復命書を部長 に、工事検査済通知書を 地方局長

に、機関検査の検査員にあつては工事検査復命書を地方局長に提

出しなければならない。

３ 省略

（相違意見の報告）

第２０条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見

の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、部

長又は地方局長にその旨を報告しなければ

ならない。

（検査の委任）

第２１条 部長 又は地方局長は、本庁検査又は機関検査につい

て、特別の理由があるときは、他の機関に検査を委任することが

できる。この場合において、本庁検査の委任を受けた地方局長

は、工事検査復命書を部長 に提出しなければならない。

（適用除外）

第２２条 省略

２ 建築工事については、次に掲げる書類及び図面

の作成、添付又は提出を省略することができる。

� 第９条第１項及び第２項第２号、第１０条第１項第４号並びに

第１１条第３項第１号に規定する工事完成出来形調書

� 第９条第１項及び第２項第３号、第１０条第１項第５号並びに

第１１条第３項第２号に規定する出来形展開図

� 第１１条第２項（第１７条第４項及び第１８条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する工事検査済通知書

３ 省略

４ 部長 は、前３項に規定するもののほか、関係書類の作成、

整備、提出又は手続等について、工事の内容、規模等に応じ、こ

の規程の趣旨に反しない範囲内で、省略し、又は必要な事項を定

めることができる。

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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�愛媛県告示第３４９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

�愛媛県訓令第３号
庁中一般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

委任を受けて建設工事関連業務の委託契約に係る受託者の選定権

限を有する者をいう。

４ この要綱において「入札執行者」とは、知事又は知事の委任を

受けて入札を執行する権限を有する者をいう。

（共同企業体の構成員の要件）

第７条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

� 受託者選定担当者が建設工事関連業務ごとに定める資格要件

を満たす技術者を配置することができること。

� 受託者選定担当者が建設工事関連業務ごとに定める業務の実

績を有すること。ただし、代表者以外の構成員については、確

実かつ円滑な業務の実施を確保することができると認められる

場合にあっては、この限りでない。

（共同企業体の代表者）

第９条 代表者は、構成員のうち、次に掲げる要件の全てを満たす

者とする。

� 省略

� 受託者選定担当者が建設工事関連業務ごとに定める資格要件

を満たす管理技術者（建設工事関連業務の管理、統括等を行う

者をいう。）及び照査技術者（建設工事関連業務の成果につい

て技術上の照査を行う者をいう。）を配置することができるこ

と。

（共同企業体の入札参加資格の審査）

第１０条 共同企業体を結成して建設工事関連業務の競争入札等に参

加しようとする者は、建設工事関連業務共同企業体競争入札等参

加資格審査申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて入札執

行者に提出し、資格審査を受けなければならない。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

２ 入札執行者は、建設工事関連業務につき前項の申請書を受理し

たときは、資格審査を行い、申請者に対しその結果を通知するも

のとする。

別記様式（第１０条関係） 建設工事関連業務共同企業体競争入札等

参加資格審査申請書

４５年愛媛県規則第１８号）第２条第６号に規定する契約担当者をい

う。

（共同企業体の構成員の要件）

第７条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

� 契約担当者 が建設工事関連業務ごとに定める資格要件

を満たす技術者を配置することができること。

� 契約担当者 が建設工事関連業務ごとに定める業務の実

績を有すること。ただし、代表者以外の構成員については、確

実かつ円滑な業務の実施を確保することができると認められる

場合にあっては、この限りでない。

（共同企業体の代表者）

第９条 代表者は、構成員のうち、次に掲げる要件の全てを満たす

者とする。

� 省略

� 契約担当者 が建設工事関連業務ごとに定める資格要件

を満たす管理技術者（建設工事関連業務の管理、統括等を行う

者をいう。）及び照査技術者（建設工事関連業務の成果につい

て技術上の照査を行う者をいう。）を配置することができるこ

と。

（共同企業体の入札参加資格の審査）

第１０条 共同企業体を結成して建設工事関連業務の競争入札等に参

加しようとする者は、建設工事関連業務共同企業体競争入札等参

加資格審査申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて契約担

当者に提出し、資格審査を受けなければならない。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

２ 契約担当者は、建設工事関連業務につき前項の申請書を受理し

たときは、資格審査を行い、申請者に対しその結果を通知するも

のとする。

別記様式（第１０条関係） 建設工事関連業務共同企業体競争入札等

参加資格審査申請書

省略 省略

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他入札執行者が必要と認める書類

注 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� その他契約担当者が必要と認める書類

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

２７



��������������

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第４号
庁中一般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第４条の２ 省略

（秘書広報統括監）

第４条の３ 秘書広報統括監は、知事の命を受け、知事及び副知事

の秘書事務並びに広報及び広聴に関する事務の統括に関する業務

を行う。

（課長等）

第１０条 省略

２～５ 省略

６ 水資源・ダム政策監は、上司の命を受け、水資源及び河川管理

施設であるダムに係る政策の推進等に関する業務を行う。

７ 省略

（主席工事検査専門員）

第１３条 主席工事検査専門員は、上司の命を受け、工事等の

検査に関する事務を掌理し、所属工事

検査専門員を指揮監督する。

（工事検査専門員）

第２２条 工事検査専門員は、上司の命を受け、工事等の

検査に関する事務を処理する。

第４条の２ 省略

（課長等）

第１０条 省略

２～５ 省略

６ 省略

（主席工事検査専門員）

第１３条 主席工事検査専門員は、上司の命を受け、土木部の所管に

属する工事の設計審査及び検査に関する事務を掌理し、所属工事

検査専門員を指揮監督する。

（工事検査専門員）

第２２条 工事検査専門員は、上司の命を受け、工事の設計審査及び

検査に関する事務を処理する。

改 正 後 改 正 前

（決裁事項）

第４条 省略

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第１１までに

掲げられていないものの決裁については、別に定める。ただし、

その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると

認められる場合には、これらの表に掲げる事項から類推して専決

することができる。

３ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

（決裁事項）

第４条 省略

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第１１までに

掲げられていないものの決裁については、別に定める。

３ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～５

省略

１～５

省略

６ 組織

及び人

１～１１ 省略 ６ 組織

及び人

１～１１ 省略

１２ 特定業務職員及び非常勤職 １２ 特定業務職員及び非常勤職
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事管理

に関す

る事務

員（１１に掲げる者を除く。）

の任免等に関すること。

事管理

に関す

る事務

員（９に掲げる者を除く。）

の任免 に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

１３ 臨時補助員の任免等

に関すること。

○ １３ 日々雇用職員（長期）の雇

用承認に関すること。

○

１４～１９ 省略 １４～１９ 省略

７・８

省略

７・８

省略

９ 指導

監督に

関する

事務

１ 重要な許可、認可、免許、

登録、指定等の処分及び行政

代執行に関すること。

○ ９ 指導

監督に

関する

事務

１ 重要な許可、認可、免許、

登録、指定等の処分及び行政

代執行に関すること。

○

２ 軽易な許可、認可、免許、

登録、指定等の処分に関する

こと。

２ 軽易な許可、認可、免許、

登録、指定等の処分に関する

こと。

○

� �以外のもの ○

� 定例的なもの ○

３ 資格、権利、地域、計画等

の認定、確認その他の確認行

為に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

４ 検査、調査、指示、勧告、

報告の徴収その他の監督権限

の行使に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

１０～２７

省略

１０～２７

省略

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

�～� 省略

� ９の部２の項�、３の項�及び４の項�

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

２～５ 省略

６ 秘書広報統括監の職にある者の服務に関する事務等

に係るこの表６の部５の項�、６の項、８の項及び９

の項の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「企画振興部長」とする。

７ 秘書広報統括監の職にある者の通勤手当等の決定に

関する事務に係るこの表６の部１８の項の規定の適用に

ついては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、

「総合政策課長」とする。

８ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

備考 １ 室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「室長」とする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２～５ 省略

６ 県民環境部防災局に属する事務に係る次に掲げるこ

の表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中
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「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�～� 省略

� ９の部２の項�、３の項�及び４の項�

�～� 省略

９ 防災安全統括部長の職にある者の通勤手当等の決定

に関する事務に係るこの表６の部１８の項の規定の適用

については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「県民生活課長」とする。

１０ 省略

１１ この表６の部１３の項（臨時補助員の任免に係るもの

に限る。）、１６の項、１７の項及び１９の項の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「幹

事課の長」とする。

１２ １１の規定にかかわらず、営業本部長、営業副本部

長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長又

はすごモノ係長の職にある者の手当の認定等に関する

事務に係るこの表６の部１６の項、１７の項及び１９の項の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「産業政策課長」とする。

１３ １１の規定にかかわらず、秘書広報統括監の職にある

者の手当の認定等に関する事務に係るこの表６の部１６

の項、１７の項及び１９の項の規定の適用については、同

表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「総合政策課

長」とする。

１４ １１の規定にかかわらず、防災安全統括部長の職にあ

る者の手当の認定等に関する事務に係るこの表６の部

１６の項、１７の項及び１９の項の規定の適用については、

同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「県民生活

課長」とする。

１５ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

「部長」とあるのは、「防災安全統括部長」とする。

�～� 省略

� ９の部２の項

�～� 省略

７ 防災安全統括部長の職にある者の通勤手当等の決定

に関する事務に係るこの表６の部１７の項の規定の適用

については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は、「県民生活課長」とする。

８ 省略

９ この表６の部１６の項

、１７の項及び１９の項の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「幹

事課の長」とする。

１０ ９の規定にかかわらず、営業本部長、営業副本部

長、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長又

はすごモノ係長の職にある者の手当の認定等に関する

事務に係るこの表６の部１６の項、１７の項及び１９の項の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「産業政策課長」とする。

１１ ９の規定にかかわらず、防災安全統括部長の職にあ

る者の手当の認定等に関する事務に係るこの表６の部

１６の項、１７の項及び１９の項の規定の適用については、

同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「県民生活

課長」とする。

１２ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

人

事

課

１ 任

命等

に関

する

事務

１ 省略 人

事

課

１ 任

命等

に関

する

事務

１ 省略

２ 一般職の任免等に関するこ

と（地方公務員法（以下「地

公法」という。）第１７条、教

育公務員特例法（以下「教特

法」という。）第１０条、第３０

条）。

２ 一般職の任免 に関するこ

と（地方公務員法（以下「地

公法」という。）第１７条、教

育公務員特例法（以下「教特

法」という。）第１０条、第３０

条）。

�～� 省略 �～� 省略

� 事務補助職員の任免等に

係るもの

○ � 臨時職員の任用 に

係るもの

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

２～１０

省略

２～１０

省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

私

学

文

書

課

１ 私

立学

校に

関す

る事

務（

他の

主管

に属

する

もの

を除

く。

）

１ 学校教育法に関すること。 私

学

文

書

課

１ 私

立学

校に

関す

る事

務（

他の

主管

に属

する

もの

を除

く。

）

１ 学校教育法に関すること。

� 私立学校（専修学校及び

各種学校を除く。）の設

置、廃止及び設置者の変更

の認可（第４条第１項）

○

� 私立学校（専修学校及び

各種学校を除く。）に係る

認可（設置、廃止及び設置

者の変更に係るものを除

く。）（第４条第１項）

○ � 私立学校（専修学校及び

各種学校を除く。）に係る

�に掲げるもの以外の認可

（第４条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 校長の届出の受理（第１０

条、第１３３条第１項、第１３４

条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 設備、授業等の変更命令

（第１４条、第１３３条第１

項、第１３４条第２項）

○

� 専修学校及び各種学校の

設置勧告及び教育の停止命

令（第１３６条第１項、第２

項）

○

� 省略 	 省略

２ 私立学校法に関すること。 ２ 私立学校法に関すること。

� 省略 � 省略

� 学校法人の寄附行為の認

可（第３１条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 学校法人の解散の認可又

は認定及び合併の認可（第

５０条第２項、第５２条第２

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 学校法人及び準学校法人

の収益事業の種類の決定及

び停止命令（第２６条第２

項、第６１条第１項、第６４条

第５項）

○

� 学校法人の寄附行為の変

更の認可（第４５条第１項）

○
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� 準学校法人の寄附行為の

変更の認可（第４５条第１

項、第６４条第５項）

○

� 学校法人及び準学校法人

に対する措置命令（第６０条

第１項、第６４条第５項）

○

� 学校法人及び準学校法人

に対する役員の解任の勧告

（第６０条第９項、第６４条第

５項）

○

� 省略 � 省略

� 学校法人及び準学校法人

に対する報告の徴収及び立

入検査（第６３条第１項、第

６４条第５項）

○

� 学校法人及び準学校法人

の組織変更の認可（第３１条

第１項、第６４条第６項、第

７項）

○

３ 高等学校等就学支援金の支

給に関する法律の施行に関す

ること。

３ 高等学校等就学支援金の支

給に関する法律の施行に関す

ること。

� 就学支援金の受給資格の

認定（第４条、公立高等学

校に係る授業料の不徴収及

び高等学校等就学支援金の

支給に関する法律施行規則

（以下この項において「省

令」という。）第３条第２

項）

○

� 省略 	 省略

	 就学支援金の支給停止

（第８条第１項

）

○ 
 就学支援金の支給停止

（第８条第１項、省令第１１

条第３項）

○


 省略 � 省略

� 不正利得の徴収（第１１条

第１項）

○

� 受給権者の保護者等の収

入の状況に関する事項の届

出の受理（第１７条）

○

 受給権者等に対する報告

等の命令及び質問（第１８条

第１項）

○

� 受給権者の氏名変更の届

出の受理（省令第３条第３

項）

○

� 就学支援金の受給事由消

滅の届出の処理（省令第４

条）

○
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� 授業料の額を証明する書

類の写しの受理（省令第６

条第１項）

○

� 授業料減免の届出の受理

（省令第６条第２項）

○

� 就学支援金の支給限度額

の加算に関する届出の受理

（省令第８条第２項）

○

� 就学支援金の支給限度額

の加算を受けている受給権

者の保護者等の変更の届出

の受理（省令第８条第３

項）

○

� 就学支援金の額の通知

（省令第９条）

○

� 就学支援金の支払時期の

決定（高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行

規則（以下この項において

「省 令」と い う。）第９

条）

○ � 就学支援金の支払時期の

決定（省令第１０条 学支援

金の支給に関する法律施行

規則（以下この項において

「省 令」と い う。

）

○

� 就学支援金の支給再開の

申出の処理（省令第１１条第

２項、第３項）

○

	 省略 
 省略

� 省略 � 省略

４ いじめ防止対策推進法の施

行に関すること。

４ いじめ防止対策推進法の施

行に関すること。

 重大事態の報告の受理

（第３１条第１項）

○

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

２～１１

省略

２～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

行

革

分

権

課

１ 省

略

行

革

分

権

課

１ 省

略

２ 行

政評

価シ

ステ

ムに

関す

１ 行政評価システムの決定に

関すること。

○

２ 行政評価システムについて

の総合調整に関すること。

○

３ その他行政評価システムの

実施に関すること。

○
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る事

務

２ 省

略

３ 省

略

４ 公

社等

外郭

団体

の運

営等

に係

る総

合調

整に

関す

る事

務

１ 公社等外郭団体の運営等に

係る総合調整に関すること。

○

３ 省

略

５ 省

略

６ 行

政手

続に

関す

る事

務の

総括

に関

する

事務

１ 条例又は規則に基づく処分

等に係る行政手続制度の決定

に関すること。

○

２ 行政手続制度についての総

合調整に関すること。

○

３ その他行政手続制度の実施

に関すること。

○

４ 省

略

７ 省

略

５ 省

略

８ 省

略

６ 内

部統

制の

推進

に関

する

事務

１ 内部統制の対象事務の認定

（地方自治法第１５０条第１項第

２号）

○

２ 内部統制の方針の策定及び

体制の整備（地方自治法第１５０

条第１項）

○

３ 内部統制の方針及び体制に

基づく取組の推進に関するこ

と。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長
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行

政

管

理

室

１ 行

政評

価シ

ステ

ムに

関す

る事

務

１ 行政評価システムの決定に

関すること。

○

２ 行政評価システムについて

の総合調整に関すること。

○

３ その他行政評価システムの

実施に関すること。

○

２ 公

社等

外郭

団体

の運

営等

に係

る総

合調

整に

関す

る事

務

１ 公社等外郭団体の運営等に

係る総合調整に関すること。

○

３ 行

政手

続に

関す

る事

務の

総括

に関

する

事務

１ 条例又は規則に基づく処分

等に係る行政手続制度の決定

に関すること。

○

２ 行政手続制度についての総

合調整に関すること。

○

３ その他行政手続制度の実施

に関すること。

○

４ 内

部統

制の

評価

に関

する

事務

１ 内部統制の方針及び体制に

関する報告書の作成（地方自

治法第１５０条第４項）

○

５ 工

事等

の入

札及

び契

約の

制度

に関

する

事務

１ 制度の決定及び変更に関す

ること。

○

６ 工

事等

１ 請負者等の選定状況の調査

に関すること。

○
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の入

札の

監視

に関

する

事務

２ 入札の執行状況の調査に関

すること。

○

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

デ

ジ

タ

ル

戦

略

室

１ デ

ジタ

ル化

施策

の

総合

企

画、

総合

調整

及び

推進

に関

する

事務

１ デジタル化施策 の総

合企画、総合調整及び推進に

関すること。

プ

ロ

モ

ー

シ

ョ

ン

戦

略

室

１ 戦

略的

プロ

モー

ショ

ンの

総合

企

画、

総合

調整

及び

推進

に関

する

事務

１ 戦略的プロモーションの総

合企画、総合調整及び推進に

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

２ 放

送法

の施

行に

関す

る事

務

１ 小規模施設特定有線一般放

送に関すること。

� 関係行政機関等に対する

協力要請（第１４５条第２項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１４５条第４項）

○

３ 省

略

２ 省

略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

広

報

広

聴

課

１ 広

報及

び広

聴に

関す

る事

務

１・２ 省略 広

報

広

聴

課

１ 広

報及

び広

聴に

関す

る事

務

１・２ 省略

３ 戦略的プロモーションの総

合企画、総合調整及び推進

○ ○

４ 省略 ３ 省略
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２～９

省略

２～９

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

情

報

シ

ス

テ

ム

課

情

報

政

策

課

１ 高

度情

報化

対策

の総

合企

画、

総合

調整

及び

推進

に関

する

事務

１ 高度情報化対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ テ

レト

ピア

構想

等地

域情

報化

の推

進に

関す

る事

務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関するこ

と。

○

１ 省

略

３ 省

略

２ 省

略

４ 省

略

３ 省

略

５ 省

略

４ 省

略

６ 省

略

５ 省

略

７ 省

略

６ 省

略

８ 省

略

７ 省

略

９ 省

略

１０ 放

送法

１ 小規模施設特定有線一般放

送に関すること。
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の施

行に

関す

る事

務

� 業務の届出の受理（第

１３３条第１項）

○

� 変更の届出の受理（第

１３３条第２項）

○

� 小規模施設特定有線一般

放送事業者の地位の承継の

届出の受理（第１３４条第２

項）

○

� 業務の廃止等の届出の受

理（第１３５条）

○

� 関係行政機関等に対する

協力要請（第１４５条第２

項）

○

� 業務の停止命令に係る国

土交通大臣への通知（第

１４５条第３項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１４５条第４項）

○

� 業務の停止命令（第１７４

条）

○

	 資料の提出の要求（第

１７５条）

○

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

環

境

政

策

課

１～２２

省略

環

境

政

策

課

１～２２

省略

２３ フ

ロン

類の

使用

の合

理化

及び

管理

の適

正化

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 第一種特定製品の管理者に

関すること。

２３ フ

ロン

類の

使用

の合

理化

及び

管理

の適

正化

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 第一種特定製品の管理者に

関すること。

� 指導及び助言（第１７条） ○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 関係行政機関の長等に対す

る協力要請（第９３条第２項）

○ ２ 第一種フロン類充填回収業

者等に関すること。

３ 協議会の設置（第９９条の２

第１項）

○ � 登録の実施又は拒否（第

２７条第１項、第２８条、第２９

条）

○

� 登録の更新又は拒否（第

２８条、第２９条、第３０条第１

項、第２項）

○

� 変更の届出の受理（第２８

条、第２９条、第３１条）

○
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� 廃業等の届出の受理（第

３３条第１項）

○

� 登録の抹消（第３４条） ○

� 登録の取消し等（第２９条

第２項、第３５条）

○

� 登録簿の閲覧（第３２条） ○

� 回収量等の報告に係る処

理（第４７条第３項、第４

項）

○

� フロン類を引き渡す者の

認定（フロン類の使用の合

理化及び管理の適正化に関

する法律施行規則第４９条第

１号）

○

� 報告の徴収（第９１条） ○

� 立入検査及び収去（第９２

条第１項）

○

３ 第二種フロン類回収業者に

関すること。

	 回収量等の報告に係る処

理（使用済自動車の再資源

化等に関する法律附則第１９

条の規定によりなおその効

力を有するものとされてい

る同法による改正前の特定

製品に係るフロン類の回収

及び破壊の実施の確保等に

関する法律（以下この項に

おいて「旧法」という。）

第２２条第２項、第３３条、第

３４条）

○


 報告の徴収（旧法第７０

条）

○

� 立入検査（旧法第７１条第

１項）

○

２４～３１

省略

２４～３１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

循

環

型

社

会

推

進

１～５

省略

循

環

型

社

会

推

進

１～５

省略

６ 浄

化槽

法の

施行

に関

１ 浄化槽処理促進区域に係る

協議（第１２条の４第２項、第

４項）

○ ６ 浄

化槽

法の

施行

に関

１ 指定の申請の受理（第５７条

第１項、環境省関係浄化槽法

施行規則（次項において「省

令」という。）第５４条第１

項）

○
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課 する

事務

２ 浄化槽台帳の作成（第４９条

第１項）

○ 課 する

事務

３ 協議会の設置（第５４条第１

項）

○

４ 指定に係る措置（第５７条第

１項、第２項 ）

○ ２ 指定に係る措置（第５７条第

１項、第２項、省令第５６条）

○

７ 食

品ロ

スの

削減

の推

進に

関す

る法

律の

施行

に関

する

事務

１ 都道府県食品ロス削減推進

計画の策定及び変更（第１２条

第１項、第３項、第４項）

○

８ 省

略

７ 省

略

９ 省

略

８ 省

略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１・２

省略

保

健

福

祉

課

１・２

省略

３ 生

活保

護法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ３ 生

活保

護法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 社会福祉法人が設置する保

護施設に対する報告の徴収及

び立入検査（第４４条第１項）

○

３ 保護施設の改善命令等（第

４５条第１項、第２項、第４

項）

○

４ 保護施設の管理規程の届出

の受理（第４６条第２項）

○

５ 保護施設に対する管理規程

の変更命令（第４６条第３項）

○

６ 保護施設の長に対する管理

規程による指導の制限及び禁

止（第４８条第３項）

○

７ 医療機関の指定、指定の更

新並びに指定の取消し及び効

力の停止（第４９条、第４９条の

３第１項、第５１条第２項、第

８３条の２）

○
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２ 省略 ８ 省略

９ 指定医療機関への個別指導

及び報告命令等（第５０条第２

項、第５４条第１項）

○

１０ 介護機関の指定並びに指定

の取消し及び効力の停止（第

５１条第２項、第５４条の２第１

項、第４項）

○

３ 省略 １１ 省略

１２ 指定介護機関への個別指導

及び報告命令等（第５０条第２

項、第５４条第１項、第５４条の

２第４項）

○

１３ 助産機関及び施術機関の指

定並びに指定の取消し及び効

力の停止（第５１条第２項、第

５５条）

○

１４ 助産機関及び施術機関への

個別指導及び報告命令等（第

５０条第２項、第５４条第１項、

第５５条第２項）

○

１５ 保護施設補助金及び負担金

の返還命令（第７９条）

○

４ 保護施設事務費又は委託事

務費の決定

○ １６ 保護施設事務費又は委託事

務費の決定

○

４～１６

省略

４～１６

省略

１７ 児

童福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１７ 児

童福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 児童福祉施設に関するこ

と。

� 最低基準実施の監督（第

４６条第１項）

○

� 改善勧告及び改善命令

（第４６条第３項）

○

� 事業停止命令（第４６条第

４項）

○

� 予算の変更及び職員の解

職指示（第５６条の２第２

項）

○

� 実地検査（児童福祉法施

行令第３８条）

○

� 最低基準向上の勧告（児

童福祉施設の設備及び運営

に関する基準第３条第１

項）

○

１ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

２ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。
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� 報告の徴収及び立入検査

（第２１条の５の２７第１項、

第２４条の１９の２、第２４条の

３９第１項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第２１条の５の２６第１項、

第２４条の１９の２、第２４条の

３９第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

に係る市町長からの要求の

受理（第２４条の３９第３項）

○

� 勧告（第２１条の５の２８第

１項、第２４条の１９の２、第

２４条の４０第１項）

○ � 勧告（第２１条の５の２７第

１項、第２４条の１９の２、第

２４条の４０第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第２１条の５の２８第２項、

第２４条の１９の２、第２４条の

４０第２項）

○ � 勧告に従わない旨の公表

（第２１条の５の２７第２項、

第２４条の１９の２、第２４条の

４０第２項）

○

� 措置命令（第２１条の５の

２７第３項、第２４条の１９の

２、第２４条の４０第３項）

○

１８～２０

省略

１８～２０

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

健

康

増

進

課

１ 省

略

健

康

増

進

課

１ 省

略

２ 精

神保

健及

び精

神障

害者

福祉

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

２ 精

神保

健及

び精

神障

害者

福祉

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 指定病院の指定及び指定の

取消し（第１９条の８、第１９条

の９第１項、第２項）

○

２ 特定病院の認定（第２１条第

４項、第３３条第４項）

○

３ 精神障害者等の診察（第３８

条の７第２項、第４５条の２第

４項）

○

４ 医療保護入院に関するこ

と。

� 入院措置の届出の受理

（第３３条第７項）

○

� 退院措置の届出の受理

（第３３条の２）

○

５ 応急入院に関すること。

� 応急入院指定病院の指定

及び指定の取消し（第１９条

の９第２項、第３３条の７第

１項、第６項、第３３条の

８）

○

� 入院措置の届出の受理

（第３３条の７第５項）

○
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６ 定期の報告の受理（第３８条

の２第１項、第２項、精神科

病院の任意入院者の症状等の

報告に関する条例第１条）

○

７ 精神医療審査会への審査依

頼（第３８条の３第１項、第３８

条の５第１項）

○

８ 退院命令及び処遇改善命令

等（第３８条の３第４項、第３８

条の５第５項、第６項、第３８

条の７）

○

９ 報告徴収及び立入検査等

（第３８条の６第１項、第２

項）

○

１ 省略 １０ 省略

３～１１

省略

３～１１

省略

１２ 健

康増

進法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略 １２ 健

康増

進法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略

４ 健康増進事業の実施の状況

に関する報告の徴収（第１９条

の４）

○

５ 特別用途食品の製造施設、

貯蔵施設又は販売施設の立入

り並びに当該特別用途食品の

検査及び収去（第２７条第１

項）

○

６ 勧告（第３２条第１項） ○

７ 勧告に係る措置命令（第３２

条第２項）

○

１３ が

ん対

策基

本法

の施

行に

関す

る事

務

１ がん対策の推進に関する計

画の策定及び変更（第１２条）

○ １３ が

ん対

策基

本法

の施

行に

関す

る事

務

１ がん対策の推進に関する計

画の策定及び変更（第１１条）

○

１４～２０

省略

１４～２０

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

１・２

省略

薬

務

衛

生

１・２

省略

３ 毒

物及

１ 毒物又は劇物の製造業又は

輸入業に関すること。

３ 毒

物及

１ 毒物又は劇物の製造業又は

輸入業に関すること。
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課 び劇

物取

締法

の施

行に

関す

る事

務

課 び劇

物取

締法

の施

行に

関す

る事

務

� 登録（第４条第１項、第

２３条の３、毒物及び劇物取

締法施行令（以下この部に

おいて「政令」という。）

第３６条の７第１項）

○

� 登録の更新（第４条第３

項、毒物及び劇物取締法施

行令（以下この部において

「政令」という。）第３３

条）

○ � 登録の更新（第４条第４

項、第２３条の３、政令第３６

条の７第１項

）

○

� 登録票の交付、書換え及

び再交付（ 政

令第３３条、第３５条第１項、

第３６条第１項

）

○ � 登録票の交付、書換え及

び再交付（第２３条の３、政

令第３３条、第３５条第１項、

第３６条第１項、第３６条の７

第１項）

○

� 登録の変更（第９条第１

項

）

○ � 登録の変更（第９条第１

項、第２３条の３、政令第３６

条の７第１項）

○

� 氏名等の変更及びその営

業の廃止の届出の処理（第

１０条第１項、第２３条の３、

政令第３６条の７第１項）

○

� 毒物劇物取扱責任者の設

置の届出の処理（第７条第

３項、第２３条の３、政令第

３６条の７第１項）

○

� 毒物劇物取扱責任者の変

更の届出の処理（第７条第

３項、第２３条の３、政令第

３６条の７第１項）

○

２ 特定毒物研究者に関するこ

と。

２ 特定毒物研究者に関するこ

と。

� 特定毒物研究者の許可

（第６条の２）

○

� 特定毒物研究者の許可証

の交付、書換え及び再交付

（政令第３４条、第３５条第１

項、第３６条第１項）

○ � 特定毒物研究者の許可証

の交付、書換え及び再交付

（政令第３４条から第３６条ま

で、第３６条第１項）

○

� 特定毒物研究者の氏名等

の変更及びその研究の廃止

の届出の処理（第１０条第２

項）

○

３ 特定毒物の使用者に関する

こと。

� 特定毒物使用者の指定

（第３条の２、政令第１１

条、第１６条、第２２条、第２８

条）

○

� くん蒸作業の場所の指定

（政令第３０条）

○
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� 実地指導員の指定（政令

第１３条、第１８条、第２４条）

○

３ 指導監督に関すること。 ４ 指導監督に関すること。

� 毒物又は劇物の製造業又

は輸入業の登録及び特定毒

物研究者の許可の取消し並

びに業務の停止命令並びに

登録票及び許可証の返納

（第１９条第１項、第２項、

第４項、第２３条の３、政令

第３６条の２第１項、第３

項、第３６条の７第１項）

○

� 毒物又は劇物の製造業、

輸入業又は特定毒物研究者

に係る業務停止期間満了後

の登録票又は許可証の交付

（ 政令第３６条

の２第２項

）

○ � 毒物又は劇物の製造業、

輸入業又は特定毒物研究者

に係る業務停止期間満了後

の登録票又は許可証の交付

（第２３条の３、政令第３６条

の２第２項、第３項、第３６

条の７第１項）

○

� 毒物又は劇物の製造業

者、輸入業者又は特定毒物

研究者に対する毒物、劇物

等の回収、毒性の除去等の

措置命令（第１５条の３）

○

� 毒物又は劇物の製造業者

又は輸入業者に対する毒物

劇物取扱責任者の変更命令

（第１９条第３項、第２３条の

３、第３６条の７第１項）

○

� 製造業者等に対する処分

の具申（第１９条第５項）

○

４ 省略 ５ 省略

５ 毒物劇物監視員の指定（第

１８条第１項）

○ ６ 毒物劇物監視員の指定（第

１７条第１項）

○

４～６

省略

４～６

省略

７ 覚

醒剤

取締

法

の施

行に

関す

る事

務

１ 覚醒剤施用機関及び覚醒剤

研究者の指定証の再交付（第

１１条）

○ ７ 覚
・・
せい

剤取

締法

の施

行に

関す

る事

務

１ 覚せい剤施用機関及び覚せ

い剤研究者（以下この項にお

い て「施 用 機 関 等」と い

う。）に関すること。

� 施用機関等の指定（第３

条）

○

� 施用機関等の指定の取消

し及び業務又は研究の停止

（第８条）

○

� 施用機関等の業務又は研

究の廃止等の届出の処理

（第９条）

○
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� 施用機関等の指定証の再

交付（第１１条）

○

� 施用機関等の氏名又は住

所等の変更届の処理（第１２

条）

○

� 覚せい剤の廃棄の届出の

処理（第２２条の２）

○

� 事故の届出の処理（第２３

条）

○

� 施用機関等の指定の失効

の場合の報告の処理（第２４

条）

○

� 施用機関等の報告の処理

（第３０条）

○

２ 覚せい剤原料取扱者及び覚

せい剤原料研究者（以下この

項において「取扱者等」とい

う。）に関すること。

� 取扱者等の指定（第３０条

の２）

○

� 取扱者等の指定の取消し

及び業務又は研究の停止命

令（第３０条の３）

○

	 取扱者等の業務又は研究

の廃止の届出の処理（第３０

条の４）

○

� 覚せい剤原料取扱者の保

管場所の届出の処理（第３０

条の１２）

○

� 覚せい剤原料の事故の届

出の処理（第３０条の１４）

○

� 取扱者等の指定の失効の

場合の報告の処理（第３０条

の１５）

○

２ 覚醒剤監視員 の指定（第

３３条）

○ ３ 覚せい剤監視員の指定（第

３３条）

○

８～１６

省略

８～１６

省略

１７ 製

菓衛

生師

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略 １７ 製

菓衛

生師

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略

２ 製菓衛生師養成施設に関す

ること。

� 指定（第５条第１号） ○

� 内容変更等の承認（製菓

衛生師法施行令（以下この

項において「政令」とい

う。）第２１条第１項）

○

	 届出の受理（政令第２１条

第２項）

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

４６



� 報告の徴収（政令第２２条

第１項）

○

� 指示（政令第２２条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第２３

条）

○

２ 省略 ３ 省略

３ 製菓衛生師名簿の訂正（製

菓衛生師法施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第３条第１項）

○ ４ 免許の取消し（第８条） ○

４ 免許証の書換え交付（政令

第５条第１項）

○

５ 免許証の再交付（政令第６

条第１項）

○

６ 他都道府県で受けた免許の

取消しの認定（政令第８条）

○

１８～２６

省略

１８～２６

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

障

が

い

福

祉

課

１ 省

略

障

が

い

福

祉

課

１ 省

略

２ 障

害者

の日

常生

活及

び社

会生

活を

総合

的に

支援

する

ため

の法

律の

施行

に関

する

事務

２ 障

害者

の日

常生

活及

び社

会生

活を

総合

的に

支援

する

ため

の法

律の

施行

に関

する

事務

１ 自立支援給付対象サービス

等（育成医療及び精神通院医

療に係るものを除く。）の関

係者に対する報告の徴収（第

１１条第１項、第２項）

○

１ 指定事務受託法人からの報

告の徴収（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令第３条

の５）

○ ２ 指定事務受託法人に関する

こと。

� 指 定（第１１条の２第１

項、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（以下

この部において「政令」と

いう。）第３条の７第１項

第１号）

○

� 届出の処理（政令第３条

の４、第３条の７第１項第

２号）

○

� 報告の徴収（政令第３条

の５）

○
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� 指定の取消し等（政令第

３条の６第１項、第３条の

７第１項第３号）

○

２ 省略 ３ 省略

３ 指定事業者等及び指定相談

支援事業者に係る業務管理体

制の整備に関すること。

４ 指定事業者等及び指定相談

支援事業者に係る業務管理体

制の整備に関すること。

� 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣等への要求

（第５１条の３第３項、第５１

条の３２第３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣 への要求

（第５１条の３第３項、第５１

条の３２第３項）

○

� 省略 � 省略

４ 指定自立支援医療機関（更

生医療に関するものに限

る。）に関すること。

５ 指定自立支援医療機関（更

生医療に関するものに限

る。）に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 変更並びに休止、廃止及

び再開等の届出の受理（第

６４条、第６９条第２号、障害

者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための

法律施行規則第６３条）

○

� 指定の辞退の申出の受理

（第６５条、第６９条第３号）

○

� 報告の徴収等（第６６条第

１項）

○

� 自立支援医療費の支払差

止め等（第６６条第３項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 措置命令（第６７条第３

項、第４項）

○


 指定の取消し等（第６８条

第１項、第６９条第４号）

○

６ 自立支援医療費等の額の決

定 等（第７３条第１項、第３

項）

○

５ 指定特定相談支援事業者の

指定の取消し等が適当である

旨の認定（第７６条の３第７

項）

○ ７ 情報公表対象サービス等の

利用に資する情報に関するこ

と。

� 報告の処理（第７６条の３

第１項、第２項、第８項）

○

� 調 査（第７６条の３第３

項）

○

� 命 令（第７６条 の３第４

項、第５項）

○
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� 指定の取消し等（第５１条

第４号、第５１条の３０第１項

第３号、第７６条の３第６

項）

○

� 指定の取消し等が適当で

ある旨の通知（第７６条の３

第７項）

○

６ 市町村障害福祉計画の作成

上の助言（第９０条第１項）

○ ８ 市町村障害福祉計画に関す

ること。

� 意見の通知（第８８条第１１

項）

○

� 受理（第８８条第１２項） ○

� 作成上の助言（第９０条第

１項）

○

７ 省略 ９ 省略

８ 障害者介護給付費等に係る

審査請求に関すること。

１０ 障害者介護給付費等に係る

審査請求に関すること。

� 受理及び通知（第９７条第

１項、第１０２条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 裁決 ○

９ 省略 １１ 省略

３ 省

略

３ 省

略

４ 児

童福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ４ 児

童福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

２ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣等への要求

（第２１条の５の２７第３項、

第２４条の１９の２）

○ � 報告の徴収及び立入検査

の厚生労働大臣 への要求

（第２１条の５の２７第３項、

第２４条の１９の２）

○

� 省略 � 省略

３ 指定障害児相談支援事業者

の指定の取消し等が適当であ

る旨の認定（第３３条の１８第７

項）

○ ３ 情報公表対象支援の利用に

資する情報に関すること。

� 指定の取消し等（第２１条

の５の２５第３号、第２４条の

１８第３号、第３３条の１８第６

項）

○

� 報告の処理（第３３条の１８

第１項、第２項、第８項）

○

� 調査（第３３条の１８第３

項）

○
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� 命令（第３３条の１８第４

項、第５項）

○

� 指定の取消し等が適当で

ある旨の通知（第３３条の１８

第７項）

○

４ 市町村障害児福祉計画の作

成上の助言（第３３条の２４第１

項）

○ ４ 市町村障害児福祉計画に関

すること。

� 意見の通知（第３３条の２０

第１１項）

○

� 受理（第３３条の２０第１２

項）

○

� 作成上の助言（第３３条の

２４第１項）

○

５ 省略 ５ 省略

６ 児童福祉施設に係る負担金

の返還（児童福祉法施行令

（以下この部において「政

令」という。）第４３条）

○ ６ 児童福祉施設に関するこ

と。

� 最低基準実施の監督（第

４６条）

○

� 補助金の返還命令（第５６

条の３）

○

� 負担金の返還（児童福祉

法施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第

４３条）

○

� 実地検査（児童福祉法施

行令第３８条）

○

７ 省略 ７ 省略

８ 障害児通所給付費又は特例

障害児通所給付費に係る審査

請求に関すること。

８ 障害児通所給付費又は特例

障害児通所給付費に係る審査

請求に関すること。

� 受理及び通知（第５６条の

５の５第２項、障害者の日

常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第

１０２条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

９ 指定事務受託法人からの報

告の徴収（政令第４４条の１１）

○ ９ 指定事務受託法人に関する

こと。

� 指定（第５７条の３の４第

１項、政令第４４条の１３第１

項第１号）

○

� 届出の処理（政令第４４条

の１０、第４４条の１３第１項第

２号）

○
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� 報告の徴収（政令第４４条

の１１）

○

� 指定の取消し等（政令第

４４条の１２第１項、第４４条の

１３第１項第３号）

○

１０ 省略 １０ 省略

５～１１

省略

５～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

長

寿

介

護

課

１ 省

略

長

寿

介

護

課

１ 省

略

２ 第

３５回

全国

健康

福祉

祭

（ね

んり

んピ

ック

）の

開催

準備

に関

する

事務

１ 第３５回全国健康福祉祭（ね

んりんピック）の開催準備に

関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 省

略

３ 省

略

３ 省

略

４ 省

略

４ 省

略

５ 省

略

５ 省

略

６ 省

略

６ 省

略

７ 省

略

７ 省

略

８ 省

略

８ 省

略

９ 省

略

９ 省

略

１０ 省

略
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１０ 省

略

１１ 省

略

１１ 省

略

１２ 省

略

１２ 省

略

１３ 省

略

１３ 省

略

１４ 省

略

１４ 省

略

１５ 省

略

１５ 省

略

１６ 省

略

１６ 省

略

１７ 省

略

１７ 省

略

１８ 省

略

１８ 省

略

１９ 省

略

１９ 省

略

２０ 省

略

２０ 省

略

２１ 省

略

２１ 省

略

２２ 省

略

２２ 省

略

２３ 省

略

２３ 省

略

２４ 省

略

２４ 省

略

２５ 省

略

２５ 省

略

２６ 省

略

２６ 省

略

２７ 省

略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

ね

ん

り

ん

ピ

ッ

ク

推

進

１ 第

３５回

全国

健康

福祉

祭

（ね

んり

んピ

１ 第３５回全国健康福祉祭（ね

んりんピック）の開催準備に

関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○
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室 ック

）に

関す

る事

務

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

国

際

交

流

課

１～７

省略

国

際

交

流

課

１～７

省略

８ 旅

券法

の施

行に

関す

る事

務

８ 旅

券法

の施

行に

関す

る事

務

１ 一般旅券の発給の申請の受

理（第３条第１項から第３項

まで、旅券法施行規則（以下

この部において「省令」とい

う。）第２条第３項、第４

項、第３条第１項、第２項）

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 一般旅券の交付（第８条第

１項、第２項、第９条第３

項、第１０条第４項、第１２条第

３項、旅券法施行規則（以下

この部において「省令」とい

う。）第７条第３項、第５

項）

○ ４ 一般旅券の交付（第８条第

１項、第３項、第９条第３

項、第１０条第４項、第１２条第

３項、省令法施行規則（以下

この部において「省令」とい

う。）第７条第３項、第５

項）

○

５ 一般旅券への渡航先の追加

の申請の受理（第３条第３

項、第９条第１項、第３項、

省令第２条第３項、第４項、

第３条第１項、第２項）

○

４ 省略 ６ 省略

５ 省略 ７ 省略

６ 省略 ８ 省略

９ 一般旅券の発給をしない場

合等の通知及び一般旅券の返

納命令に係る書面の交付（第

１４条、第１９条第４項）

○

１０ 一般旅券の紛失又は焼失に

係る届出の受理（第１７条第１

項から第３項まで、省令第２

条第３項、第７条第３項、第

５項、第１４条第３項、第１５条

第３項）

○

７ 省略 １１ 省略

１２ 一般旅券の返納の受理（第

１９条第５項）

○
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８ 省略 １３ 省略

９ 東

日本

大震

災の

被災

者に

係る

一般

旅券

の発

給の

特例

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ９ 東

日本

大震

災の

被災

者に

係る

一般

旅券

の発

給の

特例

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 震災特例旅券の交付（第３

条第１項、旅券法第８条第１

項、第２項、東日本大震災の

被災者に係る一般旅券の発給

の特例に関する法律施行規則

本則、旅券法施行規則第７条

第３項、第５項）

○ ２ 震災特例旅券の交付（第３

条第１項、旅券法第８条第１

項、第３項、東日本大震災の

被災者に係る一般旅券の発給

の特例に関する法律施行規則

本則、旅券法施行規則第７条

第３項、第５項）

○

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

漁

政

課

１ 省

略

漁

政

課

１ 省

略

２ 水

産業

協同

組合

法の

施行

に関

する

事務

１ 水産業協同組合の指導に関

すること。

２ 水

産業

協同

組合

法の

施行

に関

する

事務

１ 水産業協同組合の指導に関

すること。

� 水産業協同組合の定款の変

更の認可（第４８条第２項、

第３項、第６５条第１項、第

８６条第２項、第９２条第３

項）

○

� 水産業協同組合の設立、解

散の議決及び合併の認可並

びに設立認可の取消し（第

１７条の１５第５項、第６３条第

１項、第６５条第１項、第６６

条の２、第６８条第２項、第

３項、第６９条第２項、第３

項、第８６条第３項、第４

項、第９１条第２項、第３

項、第９２条第４項、第５

項）

○

� 水産業協同組合の設立等に

関する報告書の提出の要求

（第４８条第３項、第６３条第

２項、第６８条第３項、第６９

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

５４



条第３項、第８６条第２項か

ら第４項まで、第９１条第３

項、第９２条第３項から第５

項まで）

� 水産業協同組合の設立の認

可等に関する証明（第４８条

第３項、第６５条第２項、第

５項、第６８条第３項、第６９

条第３項

、第９１条第３

項、第９２条第３項から第５

項まで、第１２０条、商業登記

法第２５条第３項）

○ � 水産業協同組合の設立の認

可等に関する証明（第４８条

第３項、第６５条第２項、第

５項、第６８条第３項、第６９

条第３項、第８６条第２項か

ら第４項まで、第９１条第３

項、第９２条第３項から第５

項まで、第１２０条、商業登記

法第２５条第３項）

○

� 水産業協同組合の定款の変

更の届出の受理（第４８条第

４項、第８６条第２項、第９２

条第３項）

○

� 水産業協同組合の解散の届

出の受理（第６８条第５項、

第８６条第４項、第９１条第５

項）

○

� 省略 � 省略

� 監事からの報告の受理（第

８４条の２第３号）

○

� 水産業協同組合の信用事業

規程等の認可及び認可の取

消し（第１１条の２第１項、

第１１条の４第１項、第１５条

の２第１項、第８７条の２第

１項、第９２条第１項、水産

業協同組合法施行令（以下

この部において「政令」と

いう。）第３条第２項）

○

	 水産業協同組合の信用事業

規程等の変更又は廃止の認

可（第１１条の２第１項、第

１１条の４第３項、第１５条の

２第２項、第８７条の２第１

項、第９２条第１項）

○


 水産業協同組合の信用事業

規程等の変更又は廃止の届

出の受理（第１１条の４第４

項、第１５条の２第３項、政

令第３条第３項）

○

� 信用事業方法書の設定、変

更又は廃止の届出の受理

（漁業協同組合等の信用事

業等に関する命令（以下こ

の部において「信用事業命

令」という。）第５条第４

項）

○
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� 信用事業実施組合の地方公

共団体等に対する貸付けの

最高限度の認可（第１１条の

５）

○

� 信用事業実施組合及び子会

社等の同一人に対する信用

供与等限度額等に係る特例

の承認（第１１条の１１第１項

ただし書、第２項）

○

� 信用事業実施組合又は共済

事業実施組合による特定関

係者等との取引等の承認

（第１１条の１２ただし書）

○

� 信用事業実施組合、共済事

業実施組合等による特定事

業会社である国内の会社の

議決権に係る特例の承認

（信用事業命令第３４条第１

項第１１号）

○

� 信用事業実施組合又は共済

事業実施組合による特定事

業会社である国内の会社の

基準議決権数超過取得の承

認（第１７条の１５第２項ただ

し書）

○

� 省略 � 省略

� 信用事業の譲渡等の認可

（第１７条の１５第５項、第５４

条の２第３項）

○

	 信用事業の譲渡の届出の受

理（第５４条の２第７項）

○


 水産業協同組合の漁業の経

営の条件を欠く旨の届出の

受理（第１７条第４項）

○

� 漁業生産組合の清算結了の

届出の受理（第８５条の１０）

○

� 水産業協同組合の不祥事件

等に関する届出の受理（第

１２６条の２第３号から第５号

まで、第１２号）

○

 業務報告書等の受理（第５８

条の２第１項、第２項、水

産業協同組合法施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第２２５条第１

項）

○

� 業務報告書等の提出及び縦

覧書類の縦覧の開始の延期

の承認（省令第２０５条第７

項、第２２５条第４項、信用事

業命令第４９条第２項）

○
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２ 水産業協同組合の監督処分

に関すること。

２ 水産業協同組合の監督処分

に関すること。

� 報告の徴収（第１２２条第１

項、第２項、第１２７条 第１５

項、政令第３０条第１項）

○ � 報告の徴収（第１２２条第１

項、第２項、第１２７条第１５

項、政令第３０条第１項）

○

� 水産業協同組合の業務又は

会計の状況の検査（第１２３条

第１項から第５項まで

）

○ � 水産業協同組合の業務又は

会計の状況の検査（第１２３条

第１項から第５項まで、第

１２７条第１５項、政令第３０条第

１項）

○

� 水産業協同組合に対する監

督上必要な措置命令（第１２３

条の２第１項、第２項）

○

� 水産業協同組合の法令等の

違反に対する措置命令及び

認可の取消し（第１２４条、第

１２７条第１５項、政令第３０条第

１項）

○

� 主務大臣への報告（政令第

３０条第３項、第５項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 水産業協同組合の決議、選

挙、当選及び専用契約の取

消し（第５１条の２第７項、

第５２条第６項、第９２条第３

項、第１２５条第１項、第２

項、第１２６条）

○

	 漁業生産組合の解散等につ

いての裁判所への意見の陳

述（第８５条の９第４項）

○


 県警察本部長の意見の聴取

（第１２７条の５）

○

� 県警察本部長からの意見の

受理（第１２７条の６）

○

３～１１

省略

３～１１

省略

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

河

川

課

１～３

省略

河

川

課

１～３

省略

４ ダ

ムに

関す

る事

１ 県管理ダム に関するこ

と。

４ ダ

ムに

関す

る事

１ ダムの維持管理に関するこ

と。

○

� 維持管理に係る企画及び

調整

○
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務 � 機能再生に係る企画及び

調整

○ 務

２ 省略 ２ 省略

３ 直轄ダム に

関すること。

３ 直轄ダムに係る連絡調整に

関すること。

○

� 関係機関との連絡調整 ○

� 建設等の促進 ○

４ 水源地域対策特別措置法の

施行に関すること。

� 水源地域の指定及び変更

の申出（第３条第１項、第

２項、第４項）

○

� 水源地域整備計画案及び

同計画の変更案の作成（第

４条第１項、第５項）

○

５ 河川総合開発に関するこ

と。

� 河川総合開発計画の策定 ○

� 河川総合開発事業の実施 ○

５・６

省略

５・６

省略

７ 総

合水

需給

対策

の総

合企

画、

総合

調整

及び

推進

に関

する

事務

１ 総合水需給対策の総合企

画、総合調整及び推進に関す

ること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

８ 渇

水対

策の

総合

企画

及び

総合

調整

に関

する

事務

１ 渇水対策本部の設置 ○

２ 渇水対策庁内連絡会議の設

置

○

３ 渇水対策に係る啓発に関す

ること。

○

９ 広

域的

な用

１ 広域的な用水対策の調整に

関すること。

○
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水対

策の

調整

に関

する

事務

１０ 水

循環

に関

する

施策

の推

進に

関す

る事

務

１ 水循環に関する計画等に関

すること。

○

２ 水循環に関する啓発に関す

ること。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

水

資

源

対

策

課

１ 総

合水

需給

対策

の総

合企

画、

総合

調整

及び

推進

に関

する

事務

１ 総合水需給対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ 節

水型

水利

用の

促進

に関

する

事務

１ 節水型水利用の調査及び推

進

○

２ 節水型水利用の促進のため

の市町等との連絡調整

○

３ 節水型水利用の普及啓発 ○

３ 広

域的

な用

水対

策の

調整

に関

１ 広域的な用水対策の調整に

関すること。

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

する

事務

４ 既

存水

源の

活用

方策

に関

する

事務

１ 地下水の利用適正化対策及

び保全対策

○

２ 既存水源の活用方策に関す

ること。

○

３ 既存水源の利用状況調査に

関すること。

○

５ 新

規水

源に

関す

る事

務

１ 新規水源に関すること。 ○

６ 山

鳥坂

ダム

の建

設促

進に

関す

る事

務

１ 山鳥坂ダムの建設促進に関

すること。

○

７ 水

源地

域対

策特

別措

置法

の施

行に

関す

る事

務

１ 水源地域の指定及び変更の

申出に関すること（第３条第

１項、第２項、第４項）。

○

２ 水源地域整備計画案及び同

計画の変更案の作成に関する

こと（第４条第１項、第２

項、第５項）。

○

８ 河

川総

合開

発に

関す

る事

務

１ 河川総合開発計画の策定に

関すること。

○

２ 河川総合開発事業の実施に

関すること。

○

３ 水資源の調査に関するこ

と。

○
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�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（建設部各課の所掌事務）

第５条 省略

２ 省略

３ 建設企画課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 土木工事等の設計審査 に関するこ

と。

�～� 省略

４～１０ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

建設企画課

� 省略

� 土木工事等の設計審査 に関するこ

と。

�～� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～２０ 省略

２１ 企画調整幹 は、上司の命を受け、工事の技術面の企画

及び総合調整並びに工事の設計審査 に関する事務を処理

する。

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 地方局長に委任する事務のうち、各部共通のものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

� 会計年度任用職員及び非常勤職員の任免等に関すること。

� 削除

（建設部各課の所掌事務）

第５条 省略

２ 省略

３ 建設企画課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 土木工事等の設計審査及び検査並びに成績評定に関するこ

と。

�～� 省略

４～１０ 省略

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

建設企画課

� 省略

� 土木工事等の設計審査及び検査並びに成績評定に関するこ

と。

�～� 省略

省略

２ 省略

（職務）

第１２条 省略

２～２０ 省略

２１ 工事検査専門員は、上司の命を受け、工事の設計審査及び検査

に関する事務を処理する。

２２ 企画工事検査専門員は、上司の命を受け、工事の技術面の企画

及び総合調整並びに工事の設計審査及び検査に関する事務を処理

する。

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 地方局長に委任する事務のうち、各部共通のものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

� ２２条職員 及び非常勤職員の任免 に関すること。

� 日々雇用職員の雇用承認に関すること。
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�・� 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 毒物及び劇物取締法第１８条第１項の規定に基づく毒物劇物監

視員の指定に関すること（保健所に属する職員を指定する場合

に係るものに限る。）。

�～�の２ 省略

� 覚醒剤取締法 第３３条第１項の規定に基づく覚醒剤監視員

の指定に関すること（保健所に属する職員を指定する場合に係

るものに限る。）。

	～
の１１の７ 省略


の１２ 社会福祉法第５６条第１項の規定に基づく社会福祉法人に

対する報告の徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び２以上の社会

福祉施設（同法第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老

人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連

携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び

児童家庭支援センターに限る。以下この項において同じ。）を

設置する社会福祉法人に係るものを除く。）。


の１３～
の３２ 省略


の３２の２ 社会福祉法第６８条の２の規定に基づく社会福祉住居

施設の設置の届出の受理に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる者に係るものを除く。）。


の３２の３ 社会福祉法第６８条の３の規定に基づく社会福祉住居

施設の変更の届出の受理に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる者に係るものを除く。）。


の３２の４ 社会福祉法第６８条の４の規定に基づく社会福祉住居

施設の廃止の届出の受理に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる者に係るものを除く。）。


の３３ 社会福祉法第６９条の規定に基づく国及び県以外の者の住

居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業

の開始、変更及び廃止の届出の受理に関すること（行う事業が

２以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（児童福祉法

第３４条の８第２項の規定により行うことができる放課後児童健

全育成事業、同法第３４条の１１第１項の規定により行うことがで

きる地域子育て支援拠点事業、身体障害者福祉法第２７条の規定

により行うことができる手話通訳事業、同法第２８条第３項の規

定により設置される身体障害者社会参加支援施設、老人福祉法

第１５条第５項の規定により設置される老人福祉センターその他

社会福祉法以外の法律の規定により行うことができる事業又は

設置される施設に係るものを除く。）を除く。）。

�～�の４ 省略

�の４の２ 愛媛県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準

を定める条例（以下「無料低額宿泊所条例」という。）第８条

第２項の規定に基づく無料低額宿泊所の運営規程の届出の受理

に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる

者に係るものを除く。）。

�の４の３ 無料低額宿泊所条例第１５条第３項の規定に基づく無

料低額宿泊所を継続して利用する必要性についての協議に関す

ること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる者に係

るものを除く。）。

�・� 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 毒物及び劇物取締法第１７条第２項の規定に基づく毒物劇物監

視員の指定に関すること

。

�～�の２ 省略

� 覚せい剤取締法第３３条第１項の規定に基づく覚せい剤監視員

の指定に関すること

。

	～
の１１の７ 省略


の１２ 社会福祉法第５６条第１項の規定に基づく社会福祉法人に

対する報告の徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以

上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人及び２以上の社会

福祉施設（同法第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老

人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連

携型認定こども園、児童厚生施設 及び

児童家庭支援センターに限る。以下この項において同じ。）を

設置する社会福祉法人に係るものを除く。）。


の１３～
の３２ 省略


の３３ 社会福祉法第６９条の規定に基づく国及び県以外の者の

第二種社会福祉事業

の開始、変更及び廃止の届出の受理に関すること（行う事業が

２以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（児童福祉法

第３４条の８第２項の規定により行うことができる放課後児童健

全育成事業、同法第３４条の１１第１項の規定により行うことがで

きる地域子育て支援拠点事業、身体障害者福祉法第２７条の規定

により行うことができる手話通訳事業、同法第２８条第３項の規

定により設置される身体障害者社会参加支援施設、老人福祉法

第１５条第５項の規定により設置される老人福祉センターその他

社会福祉法以外の法律の規定により行うことができる事業又は

設置される施設に係るものを除く。）を除く。）。

�～�の４ 省略
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�の４の４ 無料低額宿泊所条例第３１条第４項の規定に基づく無

料低額宿泊所に対する報告の求めに関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる者に係るものを除く。）。

�の４の５ 愛媛県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準

を定める条例施行規則第６条第１０号の規定に基づく無料低額宿

泊所の金銭等の管理規程の届出の受理に関すること（行う事業

が２以上の地方局の所管区域にわたる者に係るも の を 除

く。）。

�の５～�の２８ 省略

�の２８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第３項

及び第５１条の３２第３項の規定に基づく中核市の市長からの業務

管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限の行使の要求の受

理に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法

人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等及び

指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方 局 に 限

る。）。

�の２８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第４項

及び第５１条の３２第４項の規定に基づく業務管理体制の整備に関

する報告の徴収等の権限を行使した旨の中核市の市長への結果

の通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方局に限

る。）。

�の２９～� 省略

�の２ 健康増進法第３８条第２項並びに健康増進法の一部を改正

する法律（平成３０年法律第７８号）附則第２条第６項及び第３条

第４項の規定に基づく身分を示す証明書の交付に関すること。

�～� 省略

�の２ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第８条の２の

規定に基づく死亡等の届出の受理に関すること。

�～�１０１ 省略

４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

� 省略

�の２ 削除

�の３～� 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～	 省略


 １件の設計金額が５億円以上の県営の治山工事及び林道工事

に係る次に掲げる事項に関すること。

ア １件の支払金額が５００万円 未満の工事の既成部分検査

イ 省略

�の５～�の２８ 省略

�の２９～� 省略

�の２ 健康増進法第２５条の９第２項

の規定に基づく身分を示す証明書の交付に関すること。

�～� 省略

�～�１０１ 省略

４ 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

� 省略

�の２ 建設業法施行規則第６条、第１１条、第１９条の６第２項、

第２０条第５項及び第２１条の２第３項に基づく経由に関すること

（中予地方局にあつては、県外に主たる事務所を有する建設業

者に係るものを含む。）。

�の３～� 省略

６ 地方局長は、１件の設計金額が５，０００万円以上の請負工事の完

成検査又は１回の支払金額が５，０００万円以上の既成部分検査につ

いては、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～	 省略


 １件の設計金額が５億円以上の県営の治山工事及び林道工事

に係る次に掲げる事項に関すること。

ア １件の支払金額が５，０００万円未満の工事の既成部分検査

イ 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第６号
地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�～�の５ 省略

� 漁港施設の１件の設計金額が５００万円 未満の工事の完成検

査（別に指定するものを除く。）及び１回の支払金額が５００万

円 未満の工事の既成部分検査に関すること。

� 水産振興施設設置事業（建築構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５００万円 未満の工事の完成検査（別に指定

するものを除く。）及び１回の支払金額が５００万円 未満の工

事の既成部分検査に関すること。

�～� 省略

６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８ 省略

�の９ １件の設計金額が５００万円 未満の請負工事の完成検査

又は１回の支払金額が５００万円 未満の既成部分検査に関する

こと。

�の１０～	の１６ 省略

２～４ 省略

�～�の５ 省略

� 漁港施設の１件の設計金額が５，０００万円未満の工事の完成検

査（別に指定するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００

万円未満の工事の既成部分検査に関すること。

� 水産振興施設設置事業（建築構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５，０００万円未満の工事の完成検査（別に指定

するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００万円未満の工

事の既成部分検査に関すること。

�～� 省略

６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８ 省略

�の９ １件の設計金額が５，０００万円未満の請負工事の完成検査

又は１回の支払金額が５，０００万円未満の既成部分検査に関する

こと。

�の１０～	の１６ 省略

２～４ 省略

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。）、復興監、総務県民室長、東予地方局防災対策室

長、南予地方局防災対策室長、福祉室長、商工観光室長、地域

農業育成室長、産地戦略推進室長若しくは企画調整室長（第５

条及 び 別 表 第１の４の 部１の 項�ウ に お い て「室 長」と い

う。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐、中予地方局

防災対策室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室

長、納税班長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下

「主幹等」という。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管

理事務所の課長にあつては、各所長）に代わつて特に定められ

た範囲の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。


 省略

（決裁事項）

第４条 省略

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第９までに

掲げられていないものの決裁については、局長が定める。ただ

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、支局長、課長（税務室長及び出納室長を含む。

以下同じ。）、復興監、総務県民室長、東予地方局防災対策室

長、南予地方局防災対策室長、福祉室長、商工観光室長、地域

農業育成室長、産地戦略推進室長若しくは企画検査室長（第５

条及 び 別 表 第１の４の 部１の 項�ウ に お い て「室 長」と い

う。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐、中予地方局

防災対策室長、地域政策班長（担任事務に限る。）、納税室

長、納税班長（担任事務に限る。）若しくは検査室長（以下

「主幹等」という。）が、常時、局長（土木事務所及びダム管

理事務所の課長にあつては、各所長）に代わつて特に定められ

た範囲の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。


 省略

（決裁事項）

第４条 省略

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第９までに

掲げられていないものの決裁については、局長が定める。
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し、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であ

ると認められる場合には、これらの表に掲げる事項から類推して

専決することができる。

３ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

３ 省略

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

１～３

省略

１～３

省略

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属す

る機関の職員（以下「所属職

員」という。）の身分及び服務

に関すること。

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属す

る機関の職員（以下「所属職

員」という。）の身分及び服務

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 事務補助職員の任免等 ○ � 臨時職員（第２２条）の任免

及び日々雇用職員（長期）の

雇用承認

○

� 臨時補助員の任免等 ○ � 局内各課室の日々雇用職員

（短期）の雇用承認

○

� 特定業務職員及び非常勤職

員の任免等に関すること。

� 非常勤職

員の任免 に関すること。

ア・イ 省略 ア・イ 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

５・６

省略

５・６

省略

７ 指導

監督に

関する

事務

１ 許可、認可、免許、登録、指

定等の処分に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 資格、権利、地域、計画等の

認定、確認その他の確認行為に

関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

３ 検査、調査、指示、勧告、報

告の徴収その他の監督権限の行

使に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略
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備考 １ 出納室におけるこの表２の部１の項から４の項ま

で、３の部１の項から５の項まで及び７の項並びに９

の部７の項�の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「出納室長」とする。

２ 省略

３ この表４の部１の項�（臨時補助員の任免に係るも

のに限る。）の適用については、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは、「総務県民課長」とする。

４ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「課長」とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

� ７の部１の項�、２の項�及び３の項�

� ９の部３の項�、６の項�及び７の項�

５ 防災対策室（中予地方局を除く。） 、商工

観光室、支局商工観光室、地域農業育成室、産地戦略

推進室、企画調整室、支局地域農業育成室又は支局産

地戦略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

� ７の部１の項�、２の項�及び３の項�

� １１の部１の項�ア

６ 福祉室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定

の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

るのは、「室長」とする。

� １の部６の項�、９の項�、１０の項及び１１の項

� ４の部１の項�オ及び�並びに２の項

� ５の部３の項�

� ６の部１の項�

� ７の部１の項�、２の項�及び３の項�

� ９の部３の項�

� １１の部１の項�ア

７ 商工観光室（中予地方局を除く。）又は支局商工観

光室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は「室長」とし、支局地域農業育成室及び支局産地戦

略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定

の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

るのは「支局地域農業育成室長」とする。

� ９の部１の項�

� ９の部３の項�

� ９の部６の項�

� ９の部７の項�

８ 課長補佐、地域政策班長又は納税班長の担任事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞれ「課長補

佐」又は「班長」とし、主幹を置かない課又は室に属

する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞ

れ「課長」又は「室長」とする。

�～� 省略

� １１の部１の項�イ

� １２の部３の項

備考 １ 出納室におけるこの表２の部１の項から４の項ま

で、３の部１の項から５の項まで及び７の項並びに８

の部７の項�の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「出納室長」とする。

２ 省略

３ 総務県民室又は税務室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「課長」とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

� ８の部３の項�、６の項�及び７の項�

４ 防災対策室（中予地方局を除く。）、福祉室、商工

観光室、支局商工観光室、地域農業育成室、産地戦略

推進室、企画検査室、支局地域農業育成室又は支局産

地戦略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の

規定の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」

とあるのは、「室長」とする。

�～� 省略

� １０の部１の項�ア

５ 商工観光室（中予地方局を除く。）又は支局商工観

光室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適

用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は「室長」とし、支局地域農業育成室及び支局産地戦

略推進室に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定

の適用については、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

るのは「支局地域農業育成室長」とする。

� ８の部１の項�

� ８の部３の項�

� ８の部６の項�

� ８の部７の項�

６ 課長補佐、地域政策班長又は納税班長の担任事務に

係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞれ「課長補

佐」又は「班長」とし、主幹を置かない課又は室に属

する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につい

ては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれぞ

れ「課長」又は「室長」とする。

�～� 省略

� １０の部１の項�イ

� １１の部３の項

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

６６



９ 中予地方局商工観光室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「主幹」とあるのは「産業振興課主幹」とし、支局

地域農業育成室及び支局産地戦略推進室に属する事務

に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表決裁区分の欄中「主幹」とあるのは「支局地域農業

育成室主幹」とし、主幹を置かない課又は室（中予地

方局商工観光室及び支局産地戦略推進室を除く。）に

属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれ

ぞれ「課長」又は「室長」とする。

� ９の部１の項�

� ９の部２の項�

� ９の部４の項�、�、�、�及び�

� ９の部５の項

� ９の部６の項�

１０ 支局長の専決処理すべき事務に係る次に掲げるこの

表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中「部

長」とあるのは、「支局長」とする。

�～� 省略

� ９の部３の項�及び７の項�

１１ 復興監の担任事務に係るこの表１の部６の項及び９

の項、１１の部１の項�並びに１２の部３の項の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」又は「主幹」と

あるのは、「復興監」とする。

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係事務に係る

特定決裁事項

７ 中予地方局商工観光室に属する事務に係る次に掲げ

るこの表の規定の適用については、同表決裁区分の欄

中「主幹」とあるのは「産業振興課主幹」とし、支局

地域農業育成室及び支局産地戦略推進室に属する事務

に係る次に掲げるこの表の規定の適用については、同

表決裁区分の欄中「主幹」とあるのは「支局地域農業

育成室主幹」とし、主幹を置かない課又は室（中予地

方局商工観光室及び支局産地戦略推進室を除く。）に

属する事務に係る次に掲げるこの表の規定の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「主幹」とあるのはそれ

ぞれ「課長」又は「室長」とする。

� ８の部１の項�

� ８の部２の項�

� ８の部４の項�、�、�、�及び�

� ８の部５の項

� ８の部６の項�

８ 支局長の専決処理すべき事務に係る次に掲げるこの

表の規定の適用については、同表決裁区分の欄中「部

長」とあるのは、「支局長」とする。

�～� 省略

� ８の部３の項�及び７の項�

９ 復興監の担任事務に係るこの表１の部６の項及び９

の項、１０の部１の項�並びに１１の部３の項の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」又は「主幹」と

あるのは、「復興監」とする。

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務及び支局関係事務に係る

特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

政

策

課

１～５

省略

地

域

政

策

課

１～５

省略

６ 広

報、

広聴

その

他情

報に

関す

る事

務

１・２ 省略 ６ 広

報、

広聴

その

他情

報に

関す

る事

務

１・２ 省略

３ 県民世論調査に関するこ

と。

○ ３ 県民世論調査に関するこ

と。

○

４ 県政モニターに関するこ

と。

○

７～１１

省略

７～１１

省略

備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

企

画

課

１～９

省略

企

画

課

１～９

省略

１０ 毒

物及

び劇

物取

締法

の施

行に

関す

る事

務

１ 毒物劇物監視員の指定（第１８条

第１項）

○ １０ 毒

物及

び劇

物取

締法

の施

行に

関す

る事

務

１ 毒物劇物監視員の指定（第１７条

第２項）

○

１１～１４

省略

１１～１４

省略

１５ 覚

醒剤

取締

法

の施

行に

関す

る事

務

１ 覚醒剤監視員 の指定（第３３

条）

○ １５ 覚
� �

せい

剤取

締法

の施

行に

関す

る事

務

１ 覚せい剤監視員の指定（第３３

条）

○

１６～１９

省略

１６～１９

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

福

祉

課

１ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社 会 福 祉 法 人 に 関 す る こ

と。

地

域

福

祉

課

１ 社

会福

祉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 社 会 福 祉 法 人 に 関 す る こ

と。

� 省略 � 省略

� 評議員会の招集の許可（第

４５条の９第５項）

○

� 省略 � 省略

� 定款変更の届出の受理（第

４５条の３６第４項）

○

� 省略 � 省略

� 解散の届出の受理（第４６条

第３項）

○

� 清算人の届出の受理（第４６

条の６第４項、第５項）

○
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� 清算結了の届出の受理（第

４７条の５）

○

� 合 併 の 認 可（第５０条 第３

項、第５４条の６第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 社会福祉充実計画の変更の

承認（第５５条の３第１項）

○


 社会福祉充実計画の変更の

届 出 の 受 理（第５５条 の３第

２項）

○

� 省略 � 省略

 報告の徴収及び立入検査

（第５６条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 勧告に従わない旨の公表

（第５６条第５項）

○

� 勧告に係る措置の命令（第

５６条第６項）

○

� 業務の停止命令及び役員の

解職勧告（第５６条第７項）

○

� 公益事業又は収益事業の停

止命令（第５７条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

２ 社 会 福 祉 事 業 に 関 す る こ

と。

２ 社 会 福 祉 事 業 に 関 す る こ

と。

� 社会福祉施設の設置及び変

更の届出の 受 理（第６２条 第

１項、第６３条第１項）

○

� 社会福祉施設の設置及び変

更の許可（第６２条第２項、

第６３条第２項）

○

� 第一種社会福祉事業の廃止

の届出の受理（第６４条）

○

� 施設を必要としない第一種

社会福祉事業の開始の届出

の受理（第６７条第１項）

○

� 施設を必要としない第一種

社会福祉事業の経営の許可

（第６７条第２項）

○

� 施設を必要としない第一種

社会福祉事業の変更及び廃

止の届出の受理（第６８条）

○
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� 第二種社会福祉事業の開

始、変更及び廃止の届出の

受理（第６９条）

○

� 社会福祉事業経営者に対す

る調査等（第７０条）

○

� 改善命令（第７１条） ○

� 許可の取消し等（第７２条） ○

� 省略 � 省略

� 無料低額宿泊所を継続して

利用する必要性についての

協議（愛媛県無料低額宿泊

所の設備及び運営に関する

基準を定める条例第１５条第

３項）

〇

２～３１

省略

２～３１

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

健

康

増

進

課

１・２

省略

健

康

増

進

課

１・２

省略

３ 健

康増

進法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略 ３ 健

康増

進法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略

４ 身分を示す証明書の交付（第３８

条第２項、健康増進法の一部を改

正する法律（平成３０年法律第７８

号）附則第２条第６項、第３条第

４項）

○ ４ 身分を示す証明書の交付（第２５

条の９第２項

）

○

４～６

省略

４～６

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

環

境

保

全

課

１～１６

省略

環

境

保

全

課

１～１６

省略

１７ 愛

媛県

土砂

等の

埋立

て等

によ

１７ 愛

媛県

土砂

等の

埋立

て等

によ

１ 土砂基準に適合しない場合の情

報提供及び措置命令（第７条第２

項）

○

２ 水質基準に適合しない場合の措

置命令（第７条第３項）

○

３ 災害防止のための措置命令（第

８条第２項）

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

７０



る土

壌の

汚染

及び

災害

の発

生の

防止

に関

する

条例

の施

行に

関す

る事

務

１ 特定事業に関すること。 る土

壌の

汚染

及び

災害

の発

生の

防止

に関

する

条例

の施

行に

関す

る事

務

４ 特定事業に関すること。

� 省略 � 省略

� 市町長の意見の聴取（第１１

条、第１４条第４項）

○

� 省略 � 省略

� 変更の届出の受理（第１４条第

３項）

○

� 土砂等の搬入の届出の受理

（第１５条）

○

� 土砂等の量の報告の受理（第

１６条）

○

� 水質検査等の結果報告の受理

（第１７条第３項）

○

� 土砂基準等に適合しない旨の

報告の受理（第１７条第４項）

○

	 完了の届出の受理（第２０条第

１項）

○


 完了の届出に係る結果の通知

（第２０条第２項）

○

� 廃止等の届出の受理（第２１条

第２項）

○

� 廃止の届出に係る結果の通知

（第２１条第４項）

○

 地位の承継の届出の受理（第

２２条第２項）

○

� 許可の取消し又は停止命令

（第２３条第１項）

○

� 措置命令（第２４条） ○

２ 省略 ５ 省略

３ 省略 ６ 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

農

村

整

備

課

１ 省

略

農

村

整

備

課

１ 省

略

２ 土

地改

良事

業に

関す

る事

業

１～４ 省略 ２ 土

地改

良事

業に

関す

る事

業

１～４ 省略

５ １件の設計金額が５００万円

未満の工事の完成検査又は１

回の支払金額が５００万円 未満

の既成部分の検査に関するこ

と。

○ ５ １件の設計金額が５，０００万円

未満の工事の完成検査又は１

回の支払金額が５，０００万円未満

の既成部分の検査に関するこ

と。

� 完成検査及び１回の支払

金額が１，５００万円以上の既成

部分の検査

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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� １件の支払金額が１，５００万

円未満の既成部分の検査

○

６～１２ 省略 ６～１２ 省略

３～９

省略

３～９

省略

備考 １・２ 省略

３ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表２の部１の項�、３

の項�、５の項 及び６の項�に掲げる事務について

は、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興

監」として、同表の規定を適用する。

備考 １・２ 省略

３ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表２の部１の項�、３

の項�、５の項�及び６の項�に掲げる事務について

は、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興

監」として、同表の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

室

長

部

長

室

長

企

画

調

整

室

１～３

省略

企

画

検

査

室

１～３

省略

備考 １ 東予地方局今治支局又は南予地方局八幡浜支局にお

いては、この表１の部２の項、２の部及び３の部に掲

げる事務については、同表組織名の欄中「企画調整

室」とあるのはそれぞれ「農村整備課」又は「農村整

備第一課」とし、同表決裁区分の欄中「室長」とある

のは「課長」として、同表の規定を適用する。

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表３の部に掲げる事務

については、同表組織名の欄中「企画調整室」とある

のは「農村整備課」とし、同表決裁区分の欄中「室

長」とあるのは「復興監」として、同表の規定を適用

する。

備考 １ 東予地方局今治支局又は南予地方局八幡浜支局にお

いては、この表１の部２の項、２の部及び３の部に掲

げる事務については、同表組織名の欄中「企画検査

室」とあるのはそれぞれ「農村整備課」又は「農村整

備第一課」とし、同表決裁区分の欄中「室長」とある

のは「課長」として、同表の規定を適用する。

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表３の部に掲げる事務

については、同表組織名の欄中「企画検査室」とある

のは「農村整備課」とし、同表決裁区分の欄中「室

長」とあるのは「復興監」として、同表の規定を適用

する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

森

林

林

業

課

１～３

省略

森

林

林

業

課

１～３

省略

４ 治

山・

林道

事業

に関

する

事務

１～３ 省略 ４ 治

山・

林道

事業

に関

する

事務

１～３ 省略

４ １件の設計金額が５億円以

上の県営の治山工事及び林道

工事に関すること。

４ １件の設計金額が５億円以

上の県営の治山工事及び林道

工事に関すること。

� １件の支払金額が１，５００万

円以上５，０００万円未満の工事

の既成部分検査

○

� １件の支払金額が５００万円

未満の工事の既成部分検

査

○ � １件の支払金額が１，５００万

円未満の工事の既成部分検

査

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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� 省略 � 省略

５～９ 省略 ５～９ 省略

５～２０

省略

５～２０

省略

備考 １ 省略

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表４の部１の項�、２

の項�、４の項�及び�、５の項�、６の項から８の

項まで並びに９の項�に掲げる事務については、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興監」とし

て、同表の規定を適用する。

備考 １ 省略

２ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表４の部１の項�、２

の項�、４の項�及び�、５の項�、６の項から８の

項まで並びに９の項�に掲げる事務については、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興監」とし

て、同表の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

水

産

課

１～９

省略

水

産

課

１～９

省略

１０ 漁

港漁

場整

備に

関す

る事

務

１～３ 省略 １０ 漁

港漁

場整

備に

関す

る事

務

１～３ 省略

４ 漁港施設の１件の設計金額が

５００万円 未満の工事の完成検査

（別に指定するものを除く。）及

び１回の支払金額が５００万円 未

満の工事の既成部分検査に関する

こと。

〇 ４ 漁港施設の１件の設計金額が

５，０００万円未満の工事の完成検査

（別に指定するものを除く。）及

び１回の支払金額が５，０００万円未

満の工事の既成部分検査に関する

こと。

○

５ 水産振興施設設置事業（建造構

造物に係るものを除く。）の１件

の設計金額が５００万円 未満の工

事の完成検査（別に指定するもの

を除く。）及び１回の支払金額が

５００万円 未満の工事の既成部分

検査に関すること。

〇 ５ 水産振興施設設置事業（建造構

造物に係るものを除く。）の１件

の設計金額が５，０００万円未満の工

事の完成検査（別に指定するもの

を除く。）及び１回の支払金額が

５，０００万円未満の工事の既成部分

検査に関すること。

○

１１～１５

省略

１１～１５

省略

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決

者 局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

設

企

画

課

１ 一

般土

木工

事の

執行

に関

する

事務

１・２ 省略 建

設

企

画

課

１ 一

般土

木工

事の

執行

に関

する

事務

１・２ 省略

３ １件の設計金額が５００万円 未

満の請負工事の完成検査又は１回

の支払金額が５００万円 未満の既

成部分検査に関すること。

○ ３ １件の設計金額が５，０００万円未

満の請負工事の完成検査又は１回

の支払金額が５，０００万円未満の既

成部分検査に関すること。

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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２・３

省略

２・３

省略

備考 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る

一般共通決裁事項

備考 省略

別表第６（第４条関係）

土木事務所長及びダム管理事務所長の権限に属する事務に係る

一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決

者

所

長

専決

者

課

長

主

幹

課

長

主

幹

１～６ 省

略

１～６ 省

略

７ 指導監

督に関す

る事務

１ 許可、認可、免許、登録、指定

等の処分に関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 資格、権利、地域、計画等の認

定、確認その他の確認行為に関す

ること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

３ 検査、調査、指示、勧告、報告

の徴収その他の監督権限の行使に

関すること。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

備考 １ 省略

２ ダム管理事務所長の権限に関する事務に係るこの表８

の部１の項の適用については、同表事項の欄中「補償

（漁業補償を含む。）」とあるのは、「補償」とする。

３ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 １ 省略

２ ダム管理事務所長の権限に関する事務に係るこの表７

の部１の項の適用については、同表事項の欄中「補償

（漁業補償を含む。）」とあるのは、「補償」とする。

３ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

所

長

専

決

者
所

長

専

決

者

課

長

課

長

建

設

課

１ 一

般土

木工

事の

執行

１・２ 省略 建

設

課

１ 一

般土

木工

事の

執行

１・２ 省略

３ １件の設計金額が５００万円 未満の

請負工事の完成検査又は１回の支払金

額が５００万円 未満の既成部分検査に

関すること。

○ ３ １件の設計金額が５，０００万円未満の

請負工事の完成検査又は１回の支払金

額が５，０００万円未満の既成部分検査に

関すること。

○

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

に関

する

事務

に関

する

事務

２・３

省略

２・３

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和３５年法律第１４５号）、薬剤師法（昭和３５年法律

第１４６号）、麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法（昭 和２８年 法 律 第１４

号）、大麻取締法（昭和２３年法律第１２４号）、覚醒剤取締法

（昭 和２６年 法 律 第２５２号）、あ へ ん 法（昭 和２９年 法 律 第７１

号）、毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）及び愛媛

県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）に関すること。

�～� 省略

省略

２ 四国中央保健所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律、薬剤師法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、

覚醒剤取締法 、あへん法、毒物及び劇物取締法及び愛媛県薬

物の濫用の防止に関する条例に関すること。

�～� 省略

省略

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、中予保健所長に委任

する。

�・� 省略

	 別表企画課の表９の部に掲げる覚醒剤取締法 の施行に関す

（分掌事務）

第２条 保健所（四国中央保健所を除く。）の各課室の分掌事務

は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和３５年法律第１４５号）、薬剤師法（昭和３５年法律

第１４６号）、麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法（昭 和２８年 法 律 第１４
� �

号）、大麻取締法（昭和２３年法律第１２４号）、覚せい剤取締法

（昭 和２６年 法 律 第２５２号）、あ へ ん 法（昭 和２９年 法 律 第７１

号）、毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）及び愛媛

県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）に関すること。

�～� 省略

省略

２ 四国中央保健所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画課

�～� 省略

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律、薬剤師法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、
� �

覚せい剤取締法、あへん法、毒物及び劇物取締法及び愛媛県薬

物の濫用の防止に関する条例に関すること。

�～� 省略

省略

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、中予保健所長に委任

する。

�・� 省略
� �

	 別表企画課の表９の部に掲げる覚せい剤取締法の施行に関す
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る事務

�～� 省略

３・４ 省略

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

る事務

�～� 省略

３・４ 省略

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

主

幹

企

画

課

１～７

省略

企

画

課

１～７

省略

８ 毒

物及

び劇

物取

締法

（昭

和２５

年法

律第

３０３

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 毒物又は劇物の販売業に関する

こと。

８ 毒

物及

び劇

物取

締法

（昭

和２５

年法

律第

３０３

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 毒物又は劇物の販売業に関する

こと。

� 省略 � 省略

� 登録の更新（第４条第３項、

政令第３３条）

○ � 登録の更新（第４条第４項、

政令第３３条）

○

� 登録簿の備付け（政令第３６条

の３ ）

○ � 登録簿の備付け（政令第３６条

の３第１項）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 登録票の返納の受理（政令第

３６条第３項、第３６条の２第１

項）

○ � 登録票の返納の受理（政令

第３６条の２第１

項）

○

� 省略 � 省略

	 報告の徴収及び立入検査等

（第１８条第１項）

○ 	 報告の徴収及び立入検査等

（第１７条第２項）

○

２ 毒物又は劇物の業務上取扱者に

関すること。

２ 毒物又は劇物の業務上取扱者に

関すること。

�～
 省略 �～
 省略

� 報告の徴収及び立入検査等

（第１８条第１項、第２２条第４

項、第５項）

○ � 報告の徴収及び立入検査等

（第１７条第２項、第２２条第４

項、第５項）

○

３ 毒物又は劇物の製造業又は輸入

業及び特定毒物研究者に関するこ

と。

３ 毒物又は劇物の製造業又は輸入

業及び特定毒物研究者に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査等

（第１８条第１項

）

○ � 報告の徴収及び立入検査等

（第１７条第１項、第２項、第２３

条の３、政令第３６条の７第１

項）

○

９ 省

略

９ 省

略

１０ 覚

醒剤

取締

法

（昭

和２６

年法

律第

２５２

号）

１ 覚醒剤原料の廃棄等の届出の処

理（第３０条の１３、第３０条の１４第２

項、第３項）

○ １０ 覚
� �

せい

剤取

締法

（昭

和２６

年法

律第

２５２

号）

１ 覚せい剤原料の廃棄の届出の処

理（第３０条の１３

）

○

２・３ 省略 ２・３ 省略
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の施

行に

関す

る事

務

の施

行に

関す

る事

務

１１～２１

省略

１１～２１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

所

長

課

長

所

長

課

長

健

康

増

進

課

１～４

省略

健

康

増

進

課

１～４

省略

５ 健

康増

進法

（平

成１４

年法

律第

１０３

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ５ 健

康増

進法

（平

成１４

年法

律第

１０３

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 受動喫煙防止に関すること。 ２ 受動喫煙防止に関すること。

� 喫煙中止命令及び退出命令（第２９

条第２項 ）

○ � 喫煙中止命令及び退出命令（第２５

条の５第２項）

○

� 指導及び助言（第３１条 ） ○ � 指導及び助言（第２５条の７） ○

� 措置又は喫煙専用室等の使用の停

止の勧告（第３２条第１項、第３４条第

１項、第３６条第１項、第２項）

○ � 措置

の勧告（第２５条の８第１項

）

○

� 勧告に従わない旨の公表（第３２条

第２項、第３４条第２項、第３６条第３

項）

○ � 勧告に従わない旨の公表（第２５条

の８第２項

）

○

� 勧告に係る措置命令（第３２条第３

項、第３４条第３項、第３６条第４項）

○ � 勧告に係る措置命令（第２５条の８

第３項 ）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第３８条

第１項、健康増進法の一部を改正す

る法律（平成３０年法律第７８号）附則

第２条第５項、第３条第３項）

○ � 報告の徴収及び立入検査（第２５条

の９第１項

）

○

� 喫煙可能室の設置に係る届出の受

理（健康増進法施行規則等の一部を

改正する省令（平成３１年厚生労働省

令第１７号）附則第２条第６項から第

８項まで）

○ � 喫煙可能室の設置に係る届出の受

理（健康増進法施行規則等の一部を

改正する省令（平成３１年厚生労働省

令第１７号）附則第６条

）

○

６・７

省略

６・７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁

区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１～６

省略

環

境

保

全

課

１～６

省略

７ 浄

化槽

法

（昭

１ 浄化槽の設置に関すること。 ７ 浄

化槽

法

（昭

１ 浄化槽の設置に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 休止又は再開の届出の受理（第１１

条の２）

○
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（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

和５８

年法

律第

４３

号）

の施

行に

関す

る事

務

� 廃止の届出の受理（第１１条の３） ○ 和５８

年法

律第

４３

号）

の施

行に

関す

る事

務

� 廃止の届出の受理（第１１条の２） ○

� 設置計画に関する協議及び同意

（第１２条の５第４項、第５項）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 浄化槽管理者等に関すること。 ３ 浄化槽管理者等に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 特定既存単独処理浄化槽について

の助言又は指導（附則第１１条第１

項）

○

� 特定既存単独処理浄化槽について

の勧告（附則第１１条第２項）

○

� 特定既存単独処理浄化槽について

の措置命令（附則第１１条第３項）

○

４・５ 省略 ４・５ 省略

８～１０

省略

８～１０

省略

１１ フ

ロン

類の

使用

の合

理化

及び

管理

の適

正化

に関

する

法律

（平

成１３

年法

律第

６４

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 第一種フロン類充填回収業者等に関

すること。

１１ フ

ロン

類の

使用

の合

理化

及び

管理

の適

正化

に関

する

法律

（平

成１３

年法

律第

６４

号）

の施

行に

関す

る事

務

１ 第一種フロン類充填回収業者等に関

すること。

�・� 省略 �・� 省略

	 勧告（第４９条第１項から第７項ま

で）

○ 	 勧告（第４９条第１項から第６項ま

で）

○

� 措置命令（第４９条第８項） ○ � 措置命令（第４９条第７項） ○

� 引取証明書の写しの交付を要しな

い場合等の認定（フロン類の使用の

合理化及び管理の適正化に関する法

律施行規則（平成２６年経済産業省・

環境省令第７号）第４８条の３第１項

第３号、第４８条の６第３号）

○

２ 省略 ２ 省略

１２～１７

省略

１２～１７

省略

備考 省略 備考 省略
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（地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領の一部改正）

第３条 地方局において行う建設業法に関する事務の取扱要領（昭和３０年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

環境研究課

省略

省略

２ 環境研究課の分掌事務は、前項に規定するもののほか、次のと

おりとする。

� 気候変動適応の研究等に関すること。

� 廃棄物処理に係る監視、調査及び試験研究に関すること。

� 廃棄物の処理及び再利用に係る資料の収集及び整理に関する

こと。

（職務）

第３条 省略

２～１３ 省略

１４ 担当係長、主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、試験、

研究、調査その他必要な業務に従事する。

１５・１６ 省略

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

環境研究課

省略

資源環境科

� 資源リサイクルに係る試験研究に関すること。

� 廃棄物処理に係る監視、調査及び試験研究に関するこ

と。

� 廃棄物の処理及び再利用に係る資料の収集及び整理に関

すること。

� 環境科学に係る調査研究の総括に関すること（他の主管

に属するものを除く。）。

省略

（職務）

第３条 省略

２～１３ 省略

１４ 主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、試験、

研究、調査その他必要な業務に従事する。

１５・１６ 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料の収納）

第２条 省略

（収入証紙貼付済証印）

第３条 前条 の規定により収入証紙の貼付 があつたとき

は、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）第４

条に掲げる手続を行わなければならない。

（申請の却下）

第５条 前条の規定により補正を命じても、申請者が、なおその欠

陥を補正しないとき、又は所定の

収入証紙を貼付しない ときは、申請を却下するものとす

る。

２ 省略

（申請書類の審査）

第６条 申請書類は、次の各号に例示するところにより審査し、な

るべく実地について、その実体を確認しなければならない。

（手数料の収納）

第２条 省略

２ 法第５条の規定により、国土交通大臣に対する許可の申請があ

つた場合は、許可申請書等の正本に所定の登録免許税領収証書又

は収入印紙をちよう付させなければならない。

（収入証紙ちよう付済証印）

第３条 前条第１項の規定により収入証紙のちよう付があつたとき

は、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）第４

条に掲げる手続を行わなければならない。

（申請の却下）

第５条 前条の規定により補正を命じても、申請者が、なおその欠

陥を補正しないとき、又は所定の登録免許税領収証書、収入印紙

又は収入証紙をちよう付しないときは、申請を却下するものとす

る。

２ 省略

（申請書類の審査）

第６条 申請書類は、次の各号に例示するところにより審査し、な

るべく実地について、その実体を確認しなければならない。
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（愛媛県研修所規程の一部改正）

第４条 愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県心と体の健康センター処務規程の一部改正）

第５条 愛媛県心と体の健康センター処務規程（昭和４７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 法第５条第２号の営業所については、

その所在及び実況を確認すること。

�～� 省略

（申請書の保管）

第９条 第２条 の規定により収入証紙を貼付した 申請書

は、地方局長が保管しなければならない。

（報告）

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、直ちに土

木部長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 法第２９条第１項第１号又は第２号の２から第６号までのいず

れかに該当する建設業者

�・� 省略

� 省略

� 法第５条第２号の営業所については、その見取図を提示させ

その所在及び実況を確認すること。

�～� 省略

（申請書の保管）

第９条 第２条第１項の規定により収入証紙をちよう付した申請書

は、地方局長が保管しなければならない。

（報告）

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、直ちに土

木部長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 法第２９条第１号 又は第２号の２から第６号までのいず

れかに該当する建設業者

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

（専決事項）

第６条の２ 次長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとす

る。ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらか

じめ所長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

	 臨時補助員に関すること（臨時補助員の任免に係るものを除

く。）。

�～� 省略

第６条の３ 課長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長

の承認を受けなければならない。

�・� 省略

� 次の会計事務に関すること。

ア・イ 省略

ウ 報酬及び共済費 に係る支出負担行為

エ・オ 省略

	 省略

（専決事項）

第６条の２ 次長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとす

る。ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらか

じめ所長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

	 日々雇用職員（短期）の雇用承認に関すること。

�～� 省略

第６条の３ 課長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長

の承認を受けなければならない。

�・� 省略

� 次の会計事務に関すること。

ア・イ 省略

ウ 報酬、共済費及び賃金に係る支出負担行為

エ・オ 省略

	 省略

改 正 後 改 正 前

（専決）

第３条 所長は、次の事項について専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～
 省略

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第３３条第７項の規定に基づく入院措置の届出の受理に関

すること。

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条の２の規定

に基づく退院措置の届出の受理に関すること。

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８条の２第１項

（専決）

第３条 所長は、次の事項について専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～
 省略
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（愛媛県農林水産研究所処務規程の一部改正）

第６条 愛媛県農林水産研究所処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

及び第２項並びに精神科病院の任意入院者の症状等の報告に関

する条例（平成１９年愛媛県条例第１８号）第１条の規定に基づく

定期の報告の受理に関すること。

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８条の３第１項

及び第３８条の５第１項の規定に基づく精神医療審査会への審査

依頼に関すること。

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第４５条第１項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の

交付に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第１項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の

交付に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

総務課

�～� 省略

� 研究所内の取締りに関すること（企画戦略部及び農業研究部

の主管に属するものに限る。）。

� 省略

企画戦略部

研究企画室

�～� 省略

� 研究所内のほ場（企画戦略部の所管に属するものに限

る。）の管理に関すること。

� 省略

� 研究員の育成に関すること。

次世代農業戦略室

�～� 省略

� 作物、野菜 及び花きの高度な

（分掌事務）

第２条 研究所の部、センター及び所並びに課及び室の分掌事務

は、次のとおりとする。

総務課

�～� 省略

� 研究所内の取締りに関すること（企画環境部及び農業研究部

の主管に属するものに限る。）。

� 省略

企画環境部

企画・新品種戦略室

�～� 省略

� 研究所内のほ場（企画環境部の所管に属するものに限

る。）の管理に関すること。

� 省略

� 農業経営の分析調査その他農業経営の改善に関する試験研

究及び調査に関すること。

環境安全室

�～� 省略

� 普通作物、特用作物、そ菜及び花き（以下「普通作物等」
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（愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部改正）

第７条 愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛県訓令第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

土壌、肥料及び環境保全に関する試験研究及び

調査に関すること。

� 省略

� 農畜産業のスマート農業（人工知能、情報通信技術等の先

端技術を活用した農業をいう。）及び新技術に関する試験研

究及び調査に関すること。

� 農業経営の分析調査その他農業経営の改善に関する試験研

究及び調査に関すること。

農業研究部

病理昆虫室

� 作物、野菜及び花きの病害虫に関する試験研究及び調査に

関すること。

� 省略

作物育種栽培室

� 作物 の栽培改善に関する試験研究

及び調査に関すること。

� 作物の新品種の育成及び 品種選定に関すること。

� 作物 の原々種及び原種の採種に関

すること。

� 作物 の新品種等の現地適応性に関

する試験研究及び調査に関すること。

� 作物の土壌及び肥料の分析 に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。

野菜育種栽培室

� 野菜の栽培改善に関する試験研究及び調査に関すること。

� 野菜の新品種の育成及び品種選定 に関すること。

� 野菜の新品種等の現地適応性に関する試験研究及び調査に

関すること。

� 野菜 の無病苗の育成及び配布に関すること。

� 野菜の土壌及び肥料の分析に関すること（他の所管に属す

るものを除く。）。

花き研究指導室

�～� 省略

� 花きの新品種の育成及び品種選定に関すること。

� 花きの新品種等の現地適応性に関する試験研究及び調査に

関すること。

	 花きの無病苗の育成及び配布に関すること。

果樹研究センター

省略

栽培開発室

� 果樹 の品種改

良、栽培改善及び革新的な生産技術並びに果実管理に関する

試験研究及び調査に関すること。

� 果樹の 品種適応性に関する試験研究及び調査

に関すること。

�・� 省略

省略

省略

という。）の土壌、肥料及び環境保全に関する試験研究及び

調査に関すること。

� 省略

� 農業施設の利用技術

に関する試験研

究及び調査に関すること。

農業研究部

病理昆虫室

� 普通作物等 の病害虫に関する試験研究及び調査に

関すること。

� 省略

栽培開発室

� 普通作物等（花きを除く。）の栽培改善に関する試験研究

及び調査に関すること。

� 普通作物等（花きを除く。）の品種選定に関すること。

� 普通作物等（花きを除く。）の原々種及び原種の採種に関

すること。

� 普通作物等（花きを除く。）の新品種等の現地適応性に関

する試験研究及び調査に関すること。

� 関係機関及び関係団体との連携に関すること

。

作物育種室

� 普通作物等の新品種の育成 に関すること。

� バイオテクノロジーによる新作物の作出に関すること。

� 普通作物等の大量増殖技術の開発 に

関すること。

� 普通作物等の無病苗の育成及び配布に関すること。

花き研究指導室

�～� 省略

果樹研究センター

省略

栽培開発室

� 果樹（かんきつを除く。第４号において同じ。）の品種改

良及び栽培改善 並びに果実管理に関する

試験研究及び調査に関すること。

� 果樹の施設栽培及び品種適応性に関する試験研究及び調査

に関すること。

�・� 省略

省略

省略
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（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

第８条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 工事執行伺

（その１）

様式第１号（第３条関係） 工事執行伺

（その１）

省略 省略

省略 省

略

省略 省

略

土木事

務所

所長 企画調整幹 省略
土木事

務所

所長 企画工事検

査専門員

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注 省略

（その２）

注 省略

（その２）

省略 省略

省略 省

略

省略 省

略

土木事

務所

所長 企画調整幹 省略
土木事

務所

所長 企画工事検

査専門員

省略

省略 省略

省略 省略

注 省略

（その３） 省略

様式第７号（第５条関係） 工事変更執行伺

（その１）

注 省略

（その３） 省略

様式第７号（第５条関係） 工事変更執行伺

（その１）

省略 省略

省略 省

略

省略 省

略

土木事

務所

所長 企画調整幹 省略
土木事

務所

所長 企画工事検

査専門員

省略

省略 省略

省略 省略

注 省略

（その２） 省略

注 省略

（その２） 省略

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１ 防災安全統括部長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

８３



（愛媛県廃棄物対策班規程の一部改正）

第９条 愛媛県廃棄物対策班規程（平成３年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第１０条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県農林水産業総合対策推進班規程の一部改正）

第１１条 愛媛県農林水産業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１５ 省略

１６ 農林水産研究所企画戦略部長

１７・１８ 省略

１～１５ 省略

１６ 農林水産研究所企画環境部長

１７・１８ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第５４条関係） 文書保存期間基準 別表（第５４条関係） 文書保存期間基準

保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年 保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略 省略

人事、福利厚生

等

省略 人事、福利厚生

等

省略

会計

年度任

用職員

の任免

に関

する文

書

臨時

職員の

任免及

び日々

雇用職

員の雇

用に関

する文

書

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１０ 省略

１１ 農林水産部農政企画局農業経済課保険・金融グループ担

１～１０ 省略

１１ 農林水産部農政企画局農業経済課保険・金融グループ担
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（愛媛県発達障がい者支援センター規程の一部改正）

第１２条 愛媛県発達障がい者支援センター規程（平成１９年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県広報広聴推進班規程の一部改正）

第１３条 愛媛県広報広聴推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

当係長

１２～１４ 省略

１５ 農林水産部農政企画局ブランド戦略課地産地消グループ

担当係長

１６～２０ 省略

２１ 農林水産部農業振興局農産園芸課企画調整グループ担当

係長 （農林水産部長が指定するものに限る。）

２２ 農林水産部農業振興局農産園芸課高度普及推進グループ

担当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１２～１４ 省略

１５ 農林水産部農政企画局ブランド戦略課地産地消グループ

担当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１６～２０ 省略

２１ 農林水産部農業振興局農産園芸課農業革新支援グループ

担当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの所長 の職にある者

をもって充てる。

２・３ 省略

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの副所長の職にある者

をもって充てる。

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（班長）

第４条 班に班長を置き、秘書広報統括監 の職にある班員

をもって充てる。

２ 省略

別表（第３条関係）

（班長）

第４条 班に班長を置き、企画振興部政策企画局長の職にある班員

をもって充てる。

２ 省略

別表（第３条関係）

１ 秘書広報統括監

２～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１ 企画振興部政策企画局長

２～４ 省略

５ 企画振興部政策企画局総合政策課プロモーション戦略室

長

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略
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（愛のくに えひめ営業本部規程の一部改正）

第１４条 愛のくに えひめ営業本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県福祉総合支援センター処務規程の一部改正）

第１５条 愛媛県福祉総合支援センター処務規程（平成２７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県美術館処務規程の一部改正）

第１６条 愛媛県美術館処務規程（平成３０年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、参与 の職にある者のうちから知事が命ずる。

３～５ 省略

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、営業本部長の職にある者をもって充てる 。

３～５ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 主幹は、上司の命を受け、担任するグループの事務を掌理し、

当該グループに属する職員を指揮監督する。

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

（専決事項）

第５条 次長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長

の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 臨時補助員に関すること（臨時補助員の任免に係るものを除

く。）。

�～� 省略

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

（専決事項）

第５条 次長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ所長

の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 日々雇用職員（短期）の雇用承認に関すること。

�～� 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（専決事項）

第４条 館長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 館長及び総務課長の休暇、育児休業等その他服務に関するこ

と。

� 館長及び総務課長の出張（館長の海外出張を除く。）に関す

ること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

第５条 総務課長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。た

だし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ館

長の承認を受けなければならない。

� 所属職員（館長及び総務課長を除く。）の休暇、育児休業等

その他服務に関すること。

	 所属職員（館長及び総務課長を除く。）の出張に関するこ

と。


 １件１，０００万円未満の税外収入の決定（寄附の受入れの決定

を除く。）に関すること。

� １件１００万円未満の支出を伴う事件の決定及びその執行に関

すること。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

（専決事項）

第４条 館長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 所属職員 の休暇、育児休業等その他服務に関するこ

と。

� 所属職員 の出張（館長の海外出張を除く。）に関す

ること。

� 省略

� １，０００万円未満の税外収入の決定（寄附の受入れの決定を除

く。）に関すること。

� １件５００万円未満の支出を伴う事件（工事を除く。）の決定

及びその執行に関すること。

� 施設の維持管理のための委託契約に関すること。ただし、１

件の設計金額が５００万円以上の委託契約に係る業者の選定を除

く。

� 省略

 省略

� 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

８７



改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考 貸与対象者 品目 数量

着用

期間

貸与

期間
備考

１ 作業

員の業

務に従

事する

職員

�～� 省略 １ 作業

員の業

務に従

事する

職員

�～� 省略

� 子ども療

育 セ ン タ

ー、産業技

術研究所繊

維産業技術

センター若

しくは紙産

業技術セン

ター、農業

大学校又は

農林水産研

究所企画戦

略部、農業

研究部、果

樹研究セン

ター、果樹

研究センタ

ーみかん研

究所、林業

研究センタ

ー、水産研

究センター

環 境 資 源

室、養殖推

進室若しく

は魚類検査

室若しくは

水産研究セ

ンター栽培

資源研究所

浅海調査室

に勤務する

もの

省略 � 子ども療

育 セ ン タ

ー、産業技

術研究所繊

維産業技術

センター若

しくは紙産

業技術セン

ター、農業

大学校又は

農林水産研

究所企画環

境部、農業

研究部、果

樹研究セン

ター、果樹

研究センタ

ーみかん研

究所、林業

研究センタ

ー、水産研

究センター

環 境 資 源

室、養殖推

進室若しく

は魚類検査

室若しくは

水産研究セ

ンター栽培

資源研究所

浅海調査室

に勤務する

もの

省略

�・� 省略 �・� 省略

� 農業大学

校又は農林

水産研究所

（企画戦略

部、農業研

究部、水産

研究センタ

ー及び水産

研究センタ

ー栽培資源

研究所を除

省略 � 農業大学

校又は農林

水産研究所

（

水産

研究センタ

ー及び水産

研究センタ

ー栽培資源

研究所を除

省略
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く。）に勤

務するもの

く。）に勤

務するもの

�～� 省略 �～� 省略

� 農林水産

研究所企画

戦略部又は

農業研究部

に勤務する

もの

田植用

長靴

１ 年間 ２年 水田

作業

に従

事す

るも

のに

限る

。

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 自動

車運転

業務に

従事す

る職員

�～� 省略 ４ 自動

車運転

業務に

従事す

る職員

�～� 省略

� 地方局農

村整備課、

企 画 調 整

室、農村整

備第一課、

企 画 調 整

室、農村整

備第二課、

支局農村整

備課、支局

農村整備第

一課又は支

局農村整備

第二課に勤

務するもの

省略 � 地方局農

村整備課、

企 画 検 査

室、農村整

備第一課、

企 画 検 査

室、農村整

備第二課、

支局農村整

備課、支局

農村整備第

一課又は支

局農村整備

第二課に勤

務するもの

省略

�・� 省略 �・� 省略

５～７ 省略 ５～７ 省略

８ 消防防災安全課に勤

務する職員のうち、消

防防災航空隊に所属す

るもの

作業服

（縛帯

付）

省略 ８ 消防防災安全課に勤

務する職員のうち、消

防防災航空隊に所属す

るもの

作業服

（縛帯

付）

省略

墜落制

止用器

具（フ

ルハー

ネ ス

型）

１ 年間 ２年

墜落制

止用器

具（シ

ットハ

ーネス

型）

１ 年間 ３年

省略 省略

作業帽

（夏）

１ 夏期 ２年
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航空ヘ

ルメッ

ト

省略 航空ヘ

ルメッ

ト

省略

地上活

動用ヘ

ルメッ

ト

１ 年間 ３年

省略 省略

防じん

マスク

１ 年間 ３年

保護メ

ガネ

１ 年間 ３年

９～２３ 省略 ９～２３ 省略

２４ 計量検定所に勤務す

る職員のうち、計量検

定業務に従事するもの

省略 ２４ 計量検定所に勤務す

る職員のうち、計量検

定業務に従事するもの

省略

作業ズ

ボン

２ 年間 ２年

省略 省略

２５・２６ 省略 ２５・２６ 省略

２７ 農政課又は地方局産

業振興課、地域農業育

成 室、産 地 戦 略 推 進

室、支局地域農業育成

室若しくは支局産地戦

略推進室に勤務する職

員のうち、地籍調査業

務、国有農地の境界査

定業務、農地転用現地

調査業務、経営構造対

策事業等の現地調査、

指導若しくは検査の業

務、実地指導業務又は

土壌サンプリング調査

業務に従事するもの

省略 ２７ 農政課又は地方局産

業振興課、地域農業育

成 室、産 地 戦 略 推 進

室、支局地域農業育成

室若しくは支局産地戦

略推進室に勤務する職

員のうち、地籍調査業

務、国有農地の境界査

定業務、農地転用現地

調査業務、経営構造対

策事業等の現地調査、

指導若しくは検査の業

務、実地指導業務又は

土壌サンプリング調査

業務に従事するもの

省略

雨がつ

ぱ

省略 雨がつ

ぱ

省略

作業帽

（夏）

１ 夏季 ２年

省略 省略

２８・２９ 省略 ２８・２９ 省略

３０ 農林水産研究所企画

戦略部又は農業研究部

（花き研究指導室を除

く。）に勤務する職員

の う ち、試 験 研 究 業

務、ほ場管理業務、土

壌調査業務、病害虫発

生現地調査業務又は実

地指導業務に従事する

もの

省略 ３０ 農林水産研究所企画

環境部又は農業研究部

（花き研究指導室を除

く。）に勤務する職員

の う ち、試 験 研 究 業

務、ほ場管理業務、土

壌調査業務、病害虫発

生現地調査業務又は実

地指導業務に従事する

もの

省略

３１ 復興監及び農地整備

課又は地方局農村整備

課、企画調整室、農村

整備第一課、企画調整

室、農村整備第二課、

省略 ３１ 復興監及び農地整備

課又は地方局農村整備

課、企画検査室、農村

整備第一課、企画検査

室、農村整備第二課、

省略

雨がつ

ぱ

省略 雨がつ

ぱ

省略

作業帽

（夏）

１ 夏季 ２年
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支局農村整備課、支局

農村整備第一課若しく

は支局農村整備第二課

に勤務する職員のう

ち、土地改良事業の調

査、測 量、監 督、指

導、検査又は用地取得

の業務に従事するもの

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年 地方

局農

村整

備

課、

企画

調整

室、

農村

整備

第一

課、

企画

調整

室、

農村

整備

第二

課、

支局

農村

整備

課、

支局

農村

整備

第一

課又

は支

局農

村整

備第

二課

に勤

務す

る職

員の

う

ち、

用地

取得

業務

に従

事す

るも

のを

除

く。

支局農村整備課、支局

農村整備第一課若しく

は支局農村整備第二課

に勤務する職員のう

ち、土地改良事業の調

査、測 量、監 督、指

導、検査又は用地取得

の業務に従事するもの

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年 地方

局農

村整

備

課、

企画

検査

室、

農村

整備

第一

課、

企画

検査

室、

農村

整備

第二

課、

支局

農村

整備

課、

支局

農村

整備

第一

課又

は支

局農

村整

備第

二課

に勤

務す

る職

員の

う

ち、

用地

取得

業務

に従

事す

るも

のを

除

く。

省略 省略

安全靴 １ 年間 ３年 地方

局農

村整

安全靴 １ 年間 ３年 地方

局農

村整

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

９１



附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

備

課、

企画

調整

室、

農村

整備

第一

課、

企画

調整

室、

農村

整備

第二

課、

支局

農村

整備

課、

支局

農村

整備

第一

課又

は支

局農

村整

備第

二課

に勤

務す

る職

員の

う

ち、

用地

取得

業務

に従

事す

るも

のを

除

く。

備

課、

企画

検査

室、

農村

整備

第一

課、

企画

検査

室、

農村

整備

第二

課、

支局

農村

整備

課、

支局

農村

整備

第一

課又

は支

局農

村整

備第

二課

に勤

務す

る職

員の

う

ち、

用地

取得

業務

に従

事す

るも

のを

除

く。

省略 省略

３２～４７ 省略 ３２～４７ 省略
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�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県気候変動適応センター規程を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県気候変動適応センター規程

（設置）

第１条 気候変動影響に対応して、気候変動適応による被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環

境の保全を推進するため、衛生環境研究所（以下「研究所」という。）に気候変動適応センター（以下「センター」という。）を設置す

る。

（任務）

第２条 センターは、次に掲げる事項を処理する。

� 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析、研究及び提供並びに技術的助言に関すること。

� 気候変動影響及び気候変動適応の関係部局並びに国、市町その他の関係機関との総合調整等に関すること。

� その他気候変動影響及び気候変動適応に関すること。

（組織）

第３条 センターは、センター長、副センター長、センター員及び企画主幹並びに気候変動研究グループをもって組織する。

２ センター長は、研究所の所長の職にある者をもって充てる。

３ 副センター長は、研究所の副所長の職にある者をもって充てる。

４ センター員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

５ 企画主幹は、研究所の環境研究課主幹及び生物多様性センター次長の職にある者をもって充てる。

６ 気候変動研究グループは、気候変動研究リーダー及び気候変動研究グループ員をもって組織する。

７ 前項の気候変動研究リーダーは、研究所の環境研究課気候変動研究グループ担当係長の職にある者をもって充てる。

８ 第６項の気候変動研究グループ員は、県民環境部環境局の環境政策課及び自然保護課並びに研究所の環境研究課及び生物多様性センタ

ーその他の試験研究機関に所属する職員のうちから知事が命ずる。

（職務）

第４条 センター長は、センターの事務を統轄し、センターを代表する。

２ 副センター長は、センター長の命を受け、第２条の任務を処理するとともに、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、

その職務を代行する。

３ 企画主幹は、上司の命を受け、第２条の任務を推進するため、気候変動適応の基本方針の立案等を処理するとともに、気候変動研究グ

ループの事務を掌理し、同グループに所属する職員を指揮監督する。

４ 気候変動研究リーダーは、上司の命を受け、第２条の任務を処理するとともに、気候変動研究グループ員を指揮監督する。

５ 気候変動研究グループ員は、上司の命を受け、第２条の任務を処理する。

（会議）

第５条 センターの会議は、センター長が必要の都度招集し、これを主宰する。

２ センター長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（事務局）

第６条 センターの事務を処理するため、研究所の環境研究課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、研究所の環境研究課長の職にある者をもって充てる。

（雑則）

第７条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

１ 総務部総務管理局総務管理課長

２ 企画振興部政策企画局総合政策課長

３ スポーツ・文化部スポーツ局地域スポーツ課長

４ 県民環境部県民生活局県民生活課長

５ 県民環境部環境局環境技術専門監

６ 県民環境部環境局環境政策課長

７ 県民環境部環境局循環型社会推進課長
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監査委員告示

８ 県民環境部環境局自然保護課長

９ 保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課長

１０ 経済労働部産業雇用局産業政策課長

１１ 農林水産部農政企画局農政課長

１２ 土木部土木管理局土木管理課長

１３ 公営企業管理局総務課長

１４ 教育委員会事務局管理部教育総務課長

１５ 衛生環境研究所衛生研究課長

１６ 衛生環境研究所環境研究課長

１７ 衛生環境研究所生物多様性センター長

１８ 産業技術研究所長

１９ 農林水産研究所長

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９８条の４第１項の規定に基づき、愛媛県監査委員監査基準を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

愛媛県監査委員監査基準

第１章 一般基準

（監査委員が行うこととされている監査等の目的）

第１条 県において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為（以下「監査等」という。）は、県の事務の管理、執

行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、県民の福祉の増進に資することを目的とする。

２ 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、必要な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基

づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び知事等に提出する。

（監査等の範囲及び目的）

第２条 この基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

� 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、

その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

� 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めてい

るか監査すること。

� 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払

を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該

財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

� 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。

� 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

� 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

� 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、か

つ、正確であるか審査すること。

	 内部統制評価報告書審査 知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備につい

て重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること。

２ 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査等（前項各号に掲げる監査等を除く。）については、法令の規定に基づき、か

つ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

（倫理規範）

第３条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に従ってその職務を遂行するものとする。

（独立性、公正不偏の態度及び必要な注意）

第４条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。

２ 監査委員は、正当な必要を払ってその職務を遂行するものとする。
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（専門性）

第５条 監査委員は、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、

自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持し、及び確保するため研さんに努めるものとする。

２ 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に従って遂行されるよう、県の財務管理、事業の経営

管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研さんに努めさせるものとする。

（質の管理）

第６条 監査委員は、この基準に従って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。

２ 監査委員は、前項の目的を達成するため、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

３ 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、

保存するものとする。

第２章 実施基準

（監査計画）

第７条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同

じ。）の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。

２ 前項の監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。

３ 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、

必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

（リスクの識別と対応）

第８条 監査委員は、監査等（内部統制評価報告書審査を除く。この条、次条第２項並びに第１５条第３項及び第４項において同じ。）の対

象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

（内部統制に依拠した監査等）

第９条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

２ 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

（監査等の実施手続）

第１０条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実

施するものとする。

（監査等の証拠入手）

第１１条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

２ 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、

適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

（各種の監査等の有機的な連携及び調整）

第１２条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

（監査専門委員、外部監査人等との連携）

第１３条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

２ 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るも

のとする。

第３章 報告基準

（監査等の結果に関する報告等の作成及び提出）

第１４条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、知事及び関係のある委

員会又は委員に提出するものとする。

２ 監査委員は、前項の監査等の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告の

うち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

３ 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び知事に提出するものとする。

４ 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を知事に提出する

ものとする。

（監査等の結果に関する報告等への記載事項）

第１５条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

� この基準に準拠している旨

� 監査等の種類

� 監査等の対象

� 監査等の着眼点

� 監査等の実施内容

� 監査等の結果
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２ 前項第６号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合

にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

� 財務監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に

行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

� 行政監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に

行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

� 財政援助団体等監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の

当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

� 決算審査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確

であること。

� 例月出納検査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行わ

れていること。

� 基金運用審査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、知事から提出された基金の運用の状況を示す

書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。

� 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、か

つ、正確であること。

� 内部統制評価報告書審査 知事が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況、評

価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査等によって得られた知見に基づき、知事による評価が評価手続に沿って適切

に実施されたか、及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い

審査した限りにおいて、内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること。

３ 第１項第６号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない

場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

４ 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等

の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

５ 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び

内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとす

る。

（合議）

第１６条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

� 監査の結果に関する報告（財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。）の決定

� 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

� 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

� 決算審査に係る意見の決定

� 基金運用審査に係る意見の決定

� 健全化判断比率等審査に係る意見の決定

� 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することが

できない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出する

とともに、公表するものとする。

（公表）

第１７条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。

� 監査の結果に関する報告の内容

� 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

� 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

（措置状況の公表等）

第１８条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受

けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求め

るよう努めるものとする。

（雑則）

第１９条 この基準の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この監査基準は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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監査委員規程

�愛媛県監査委員規程第１号
愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程

愛媛県監査委員監査規程（昭和５５年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（検査提出書類）

第５条 検査を受ける会計管理者及び管理者は、次に掲げる書類を

作成し、指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

� 省略

� 会計管理者

ア～ウ 省略

エ 県税徴収状況調 様式第６３号

オ～サ 省略

� 省略

２ 省略

（報告、意見及び公表）

第６条 監査の結果に関する報告、意見及び公表は、監査結果の報

告・意見書（様式第７６号）及び監査結果及び意見の公表（様式第

７８号）により行うものとする。

２ 前項の規定は、監査委員の合議により報告の決定をすることが

できない事項がある旨及び当該事項についての各監査委員の意見

の提出及び公表について準用する。

３ 省略

４ 監査の結果に基づく勧告は、勧告書（様式第８０号）及び勧告の

内容の公表（様式第８１号）により行うものとする。

５ 前項に規定する監査の結果に基づく勧告の措置の内容の公表は、

勧告に基づく必要な措置の内容の公表（様式第８２号）により行う

ものとする。

６ 省略

様式第１号（第３条関係） 表紙

（検査提出書類）

第５条 検査を受ける会計管理者及び管理者は、次に掲げる書類を

作成し、指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

� 省略

� 会計管理者

ア～ウ 省略

エ 県税懲収状況調 様式第６３号

オ～サ 省略

� 省略

２ 省略

（報告、意見及び公表）

第６条 監査の結果の報告 及び公表は、監査結果報告

書 （様式第７６号）及び監査結果の公表 （様式第

７８号）により行うものとする。

２ 省略

３ 省略

様式第１号（第３条関係）表紙

省略 省略

定 期 監 査 資 料 定 期 監 査 調 書

省略 省略

様式第２号（第３条関係） 目次 様式第２号（第３条関係） 目次

省略 省略

注 １ 監査資料作成上 の注意

� 資料は、全て横書き（横長）とし、数字は、「アラ

ビア数字」を用いること。

�・� 省略

２ 監査資料作成基準は、次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載するこ

と。）

注 １ 監査調査書作成上の注意

� 調書は、すべて横書（横長）とし、数字は、「アラ

ビア数字」を用いること。

�・� 省略

２ 監査調書作成基準は 次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載するこ

と。）

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

９７



ア～エ 省略

オ 内部統制の実施状況（内部統制対象事務のリスク

の識別、分類、分析及び評価並びにリスク対応策の

整備状況（自己評価）及び運用状況（自己評価）を

記載すること（既存のリスク評価シートにあつて

は、日本産業規格Ａ３の大きさの用紙に転載し、監

査資料に綴ること。）。）

�～� 省略

様式第３号（第３条関係） 定員現員調

様式第３号（その１）

ア～エ 省略

�～� 省略

様式第３号（第３条関係） 定員現員調

様式第３号（その１）

省略 省略

省略 省略

会 計 年 度 任 用 職 員

（地公法第２２条の２関係）

臨 時 職 員

（地公法第２２条 関係）

省略 省略

注 省略

様式第３号（その２）

注 省略

様式第３号（その２）

省略 省略

省略 省略

省略 省略

会 計 年 度 任 用 職 員

（地公法第２２条の２関係）

臨 時 職 員

（地公法第２２条 関係）

省略 省略

注 省略

様式第３号（その３） 省略

様式第４号（第３条関係） 職員一覧表

様式第４号（その１）

注 省略

様式第３号（その３） 省略

様式第４号（第３条関係） 職員一覧表

様式第４号（その１）

省略 省略

注 １ この表は、監査委員が指定した監査資料作成日現在在

職する全職員について記載するほか、監査対象年度の初

日以降における転出入者、退職者等についても記載し、

備考欄に異動年月日を付記すること。

２ 省略

様式第４号（その２）

注 １ この表は、監査委員が指定した監査調書作成日現在在

職する全職員について記載するほか、監査対象年度の初

日以降における転出入者、退職者等についても記載し、

備考欄に異動年月日を付記すること。

２ 省略

様式第４号（その２）

省略 省略

注 １ 省略

２ この表は、監査委員が指定した監査資料作成日現在在

職する全職員について記載するほか、監査対象年度の初

日以降における転出入者、退職者等についても記載し、

備考欄に異動年月日を付記すること。

３ 省略

様式第４６号（第３条関係） 診療人員調

注 １ 省略

２ この表は、監査委員が指定した監査調書作成日現在在

職する全職員について記載するほか、監査対象年度の初

日以降における転出入者、退職者等についても記載し、

備考欄に異動年月日を付記すること。

３ 省略

様式第４６号（第３条関係） 診療人員調

省略 省略

区分 内科 小児

科

外科 産婦

人科

眼科 耳鼻咽喉科 省

略

区分 内科 小児

科

外科 産婦

人科

眼科 耳鼻いんこ

う科

省

略

省略 省略

様式第５７号（第３条関係） 事故調 様式第５７号（第３条関係） 事故調

省略 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

９８



様式第７９号の次に次の３様式を加える。

注１ 省略

２ 財産管理にはリース契約による財産の管理を含み、予算

執行には保険等による支出を含む。

様式第７６号（第６条関係） 監査結果の報告・意見書

注 省略

様式第７６号（第６条関係） 監査結果報告書

監査結果の報告・意見書

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項及び第１０

項の規定により、監査結果の報告及び意見を次のとおり通知

します。

監査結果報告書

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項及び第１０

項の規定により、監査の結果 を次のとおり報告

します。

省略 省略

（監査結果） （監査の結果）

（意見）

様式第７８号（第６条関係） 監査結果及び意見の公表 様式第７８号（第６条関係） 監査結果の公表

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項及び第１０

項の規定により、監査結果及び意見を次のとおり公表する。

省略

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項及び第１０

項の規定により、監査の結果 を次のとおり公表する。

省略

省略 省略

（監査結果） （監査の結果）

（意見）

様式第７９号（第６条関係） 措置の公表 様式第７９号（第６条関係） 措置の公表

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に

より、措置を講じた旨の通知があつたので、次のとおり公表

する。

省略

省略

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に

より、措置を講じた旨の通知があつたので、次のとおり公表

する。

省略

省略 省略

（監査結果） （監査の結果）

省略 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

９９



様式第８０号（第６条関係） 勧告書

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

１００



様式第８１号（第６条関係） 勧告の内容の公表

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

１０１



様式第８２号（第６条関係） 勧告に基づく必要な措置の内容の公表

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２

１０２
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教育委員会規則

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県監査委員規程第２号
愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 越 智 忍

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程

愛媛県監査事務局規程（昭和４１年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（所掌事務）

第５条 所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 内部統制評価報告書の審査の実施に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

（事務局長の専決事項）

第６条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

� 省略

� 事務局会計年度任用職員の任免に関すること。

�～� 省略

（所掌事務）

第５条 所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

（事務局長の専決事項）

第６条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

� 省略

� 事務局臨時職員 の任免に関すること。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 省略

２ 省略

（組織）

第２条 省略

２ 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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人事委員会規則

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられた

ものとする。

指導部高校教育課学校振興グループ担当係長 指導部高校教育課魅力化推進グループ担当係長

�愛媛県教育委員会規則第５号
愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則６－２０８
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 保健体育課に全国高校総体準備室を置く。

４ 省略

５ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

保健体育課（第４号の事務のうち全国高等学校総合体育大会に関

する事務にあっては、全国高校総体準備室の所掌とする。）

�～� 省略

省略

３ 省略

４ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

保健体育課

�～� 省略

省略

改 正 後 改 正 前

別表（第１条の２関係） 別表（第１条の２関係）

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 内子高等学校小田分校

８ 宇和高等学校三瓶分校

９ 省略 ７ 省略

１０ 省略 ８ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

省略 省略

愛 媛 県 報令和２年４月１日 第９２号外２
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１２２８
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

５級 知事の事務

部局

省略

企画調整幹

省略

５級 知事の事務

部局

省略

企画工事検査専門員

省略

省略 省略

６級 知事の事務

部局

省略

原子力安全対策推進監（６級）

水資源・ダム政策監（６級）

省略

省略

省略

６級 知事の事務

部局

省略

原子力安全対策推進監（６級）

水資源・ダム政策監（６級）

省略

中予地方局健康福祉環境部健康増進課長

省略

東予地方局健康福祉環境部今治支局健康

増進課長

省略

省略 省略

７級 知事の事務

部局

省略

原子力安全対策推進監（７級）

水資源・ダム政策監（７級）

省略

７級 知事の事務

部局

省略

原子力安全対策推進監（７級）

水資源・ダム政策監（７級）

省略

省略 省略

８級 知事の事務

部局

省略

営業副本部長

秘書広報統括監

省略

８級 知事の事務

部局

省略

営業副本部長

秘書広報統括監

省略

省略 省略

省略 省略

２～５ 省略

６ 医療職給料表�級別職務区分表

２～５ 省略

６ 医療職給料表�級別職務区分表

地方税共同機構 地方税共同機構

省略 省略
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県議会訓令

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第２条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県議会訓令第１号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県議会議長 戒 能 潤之介

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

６級 知事の事務

部局

児童支援専門員

省略

６級 知事の事務

部局

児童支援専門員

省略

省略 省略

７・８ 省略 ７・８ 省略

改 正 後

（事務局長の専決事項）

第７条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（事務局長の専決事項）

第７条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 特定業務職員の任免に関すること。

� 省略

� 省略

改 正 前

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区分 部 局 公 職 区分

知事の事

務部局

省略

営業副本部長

秘書広報統括監

省略

１種 知事の事

務部局

省略

営業副本部長

秘書広報統括監

省略

１種

省略

原子力安全対策推進監

水資源・ダム政策監

省略

３種 省略

原子力安全対策推進監

水資源・ダム政策監

省略

３種

省略 省略

省略

企画調整幹

省略

５種 省略

企画工事検査専門員

省略

５種

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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公営企業管理規程

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業組織規程及び愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（課長及び室長の専決事項）

第８条 省略

２ 総務課長の専決事項は、前項のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

� 会計年度任用職員（特定業務職員を除く。）の任免に関する

こと。

� 会計年度任用職員の給与及び費用の弁償に関すること。

� 省略

� 省略

別表（第１９条関係） 文書保存期間基準

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（課長及び室長の専決事項）

第８条 省略

２ 総務課長の専決事項は、前項のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

� 臨時職員の雇上げ及びその給与 に関する

こと。

� 省略

� 省略

別表（第１９条関係） 文書保存期間基準

保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年 保存期間

の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略 省略

人事、福利厚生

等

省略 人事、福利厚生

等

省略

会計

年度任

用職員

の任免

に関

する文

書

臨時

職員の

任免及

び日々

雇用職

員の雇

用に関

する文

書

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（公営企業管理局）

第３条 公営企業管理局に総務課、発電工水課及び県立病院課を置

き、その分掌を次のとおりとする。

省略

県立病院課

（公営企業管理局）

第３条 公営企業管理局に総務課、発電工水課及び県立病院課を置

き、その分掌を次のとおりとする。

省略

県立病院課
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公営企業訓令

（愛媛県企業職員就業規程の一部改正）

第２条 愛媛県企業職員就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第２号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業事業所処務規則等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年４月１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業事業所処務規則等の一部を改正する訓令

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�～� 省略

� 愛媛県立新居浜病院整備事業に関すること。

� 省略

（係の設置）

第４条 課に係を置き、係の名称は、次の表のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

（係の設置）

第４条 課に係を置き、係の名称は、次の表のとおりとする。

課 係の名称 課 係の名称

省略 省略

県立病院課 管理係、企画係、指導係 県立病院課 管理係、企画係、指導係、施設係

２ 省略

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、画像

センター、消化器病センター、がん治療センター、腎糖尿病セン

ター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診療センター、

災害医療センター、臨床研修センター、入院サポートセンター、

手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリテーション

部、臨床工学部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工

透析室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務医

事課を置く。

３～５ 省略

２ 省略

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、画像

センター、消化器病センター、がん治療センター、腎糖尿病セン

ター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診療センター、

災害医療センター、臨床研修センター、入院サポートセンター、

手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリテーション

部、臨床工学部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工

透析室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務医

事課を置く。

３～５ 省略

改 正 後 改 正 前

第１４条 省略

（会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等）

第１４条の２ 職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計

年度任用職員であるものの勤務時間、休日、休暇等については、

第４条、第８条、第１１条から第１２条まで、第１３条及び第１３条の２

第３項から第５項までの規定にかかわらず、その職務の性質等を

考慮して別に定める。

第１４条 省略
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（愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項

別表第１（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る一般共

通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

管

理

者

専決者 管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

局

長

課

長

主

幹

１～４ 省

略

１～４ 省

略

５ 組織及

び人事管

理に関す

る事務

１～６ 省略 ５ 組織及

び人事管

理に関す

る事務

１～６ 省略

７ 臨時補助員及び特定業務職

員の任免等に関すること。

○ ７ 日々雇用職員の雇用承認

に関すること。

○

８ 省略 ８ 省略

６～１０ 省

略

６～１０ 省

略

改 正 後 改 正 前

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

リハビリテーション部 省略

臨床工学部

� 医療機器の操作に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 医療機器の保守点検に関すること。

� 医療機器の安全使用を目的とした方策の実施に関すること。

� 医療機器の安全使用のための研修に関すること。

� その他医療機器に関すること。

省略

３～５ 省略

（事務の委任）

第１３条 次に掲げる事務は、事業所の長に委任する。

� 会計年度任用職員の任免等に関すること。

�の２～� 省略

２ 次に掲げる事務は、発電工水管理事務所及び工業用水道管理事

務所の所長に委任する。

� 省略

� 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条、第２５条、第２６条第

１項、第２７条、第５５条第１項及び第５７条第１項の許可及び変更

許可（地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条

の３に規定するものに限る。）を受け、並びに同法第３１条第１

項の届出をすること。

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務医事課等の所掌事務は、次のとおりと

する。

省略

リハビリテーション部 省略

省略

３～５ 省略

（事務の委任）

第１３条 次に掲げる事務は、事業所の長に委任する。

� 日々雇用職員の雇用 に関すること。

�の２～� 省略

２ 次に掲げる事務は、発電工水管理事務所及び工業用水道管理事

務所の所長に委任する。

� 省略

� 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条、第２５条、第２６条第

１項、第２７条、第５５条第１項及び第５７条第１項の許可及び変更

許可（地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条

の３に規定するものに限る。）を受け、並びに 第３１条第１

項の届出をすること。

３ 病院に係る第２２条職員の任免に関する事務は、病院の院長に委

任する。
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（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

備考 省略

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

備考 省略

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

管

理

者

専決者 管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

局

長

課

長

主

幹

総

務

課

１～４

省略

総

務

課

１～４

省略

５ 任命

等に関

する事

務

１ 職員の任免等に関するこ

と（公営企業法第１５条第１

項）。

５ 任命

等に関

する事

務

１ 職員の任免 に関するこ

と（公営企業法第１５条第１

項）。

�～� 省略 �～� 省略

� 事務補助職員

に係るも

の

○ � ２２条職員（病院に係る

職員を除く。）に係るも

の

○

２ 省略 ２ 省略

６～１５

省略

６～１５

省略

省

略

省

略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

省略 省略

備考１ 省略

２ この表４の部及び５の部の適用については、同表愛媛

県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病

院における決裁区分の欄中「課長」とあるのは、愛媛県

立中央病院の検査部、放射線部、リハビリテーション

部、臨床工学部、輸血部、病理診断部、薬剤部及び看護

部、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病院の検査

部、放射線部、リハビリテーション部及び看護部並びに

愛媛県立新居浜病院の薬剤部にあっては「部長」と、愛

媛県立今治病院の薬剤部にあっては「総務課長」とし、

同表愛媛県立南宇和病院における決裁区分の欄中「事務

局長」とあるのは、検査部、放射線部、リハビリテーシ

ョン部及び看護部にあっては、「部長」とする。

３ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考１ 省略

２ この表４の部及び５の部の適用については、同表愛媛

県立中央病院、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病

院における決裁区分の欄中「課長」とあるのは、愛媛県

立中央病院の検査部、放射線部、リハビリテーション

部、臨床工学部、輸血部、病理診断部、薬剤部及び看護

部、愛媛県立今治病院及び愛媛県立新居浜病院の検査

部、放射線部、リハビリテーション部及び看護部並びに

愛媛県立新居浜病院の薬剤部にあっては「部長」と、愛

媛県立今治病院の薬剤部にあっては「総務課長」とし、

同表愛媛県立南宇和病院における決裁区分の欄中「事務

局長」とあるのは、検査部、放射線部、リハビリテーシ

ョン部及び看護部にあっては、「部長」とする。

３ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

総

務

課

１ 省略 総

務

課

１ 省略

２ 人事管理に

関する事務

１ 省略 ２ 人事管理に

関する事務

１ 省略

２ 会計年度任用職員

の任免等

○ ２ 日々雇用職員の雇

用承認

○

３～５ 省略 ３～５ 省略

３～８ 省略 ３～８ 省略

備考 省略

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

愛媛県立中央

病院、愛媛県

立今治病院及

び愛媛県立新

居浜病院にお

ける決裁区分

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

愛媛県立中央

病院、愛媛県

立今治病院及

び愛媛県立新

居浜病院にお

ける決裁区分

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分

院

長

専決者

院

長

専

決

者
院

長

専決者

院

長

専

決

者

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

総

務

課

１ 省略 総

務

課

１ 省略

２ 人事

管理に

関する

事務

１ 院内職員の身分

及び服務に関する

こと。

２ 人事

管理に

関する

事務

１ 院内職員の身分

及び服務に関する

こと。

� 省略 � 省略

� 会計年度任用

職員の任免等

� ２２条職員の任

免及び日々雇用

職員の雇用承認

ア 事務補助職

員及び臨時補

助員の任免等

○ ○ ア ２２条職員の

任免

○ ○

イ 特定業務職

員の任免等

イ 日々雇用職

員の雇用承認

�・� 省略 �・� 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略

３～１０

省略

３～１０

省略

備考 省略 備考 省略

令和２年４月１日 発行
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